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• エネルギーの安定供給

• 安全の確保と地球環境の保全

• ステークホルダーとの共存共栄

• 活力に満ちた働きがいのある職場

企業理念

安定供給
石油製品等のエネルギー資源を安定的に供給することに努め
ます。

安全操業および環境保全
無事故、無災害等安全操業に十分配慮して、良質な石油製品等
の生産、エネルギー資源の開発に取り組むとともに、常に環境
保全意識の向上を図り、自主的、積極的に環境問題に取り組み
ます。

社会貢献
積極的に社会貢献活動に参加し、社会の発展に寄与するよう努
めます。また、国際社会の一員として、各国、各地域の文化、宗
教、慣習、言語を尊重し、各国、各地域の発展に貢献します。

法規範の遵守
国内外の法令・規則を遵守するとともに社会倫理に則って良識
ある行動をとります。

反社会的勢力との関係遮断
社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の
関係を遮断します。

コミュニケーションの確保
株主、取引先、地域の方々など、広く社会とのコミュニケーショ
ンを確保し、企業情報を積極的かつ公正に開示します。

従業員の人格、個性の尊重
従業員の能力開発に努めるとともに、安全で働きやすい環境を
確保し、従業員の人格、個性を尊重します。

問題への対処
経営トップは、本憲章の精神の実現が自らの役割であることを
認識し、率先垂範の上、関係者に周知徹底します。また、本憲章
に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題
解決にあたる姿勢を内外に表明し、原因究明、再発防止に努め
ます。また、社会への迅速かつ的確な情報の公開と説明責任を
遂行し、権限と責任を明確にした上で自らを含めた厳正な処分
を行います。

富士石油グループが掲げる企業理念を実現する
ため、ここにグループ全役職員が取り組むべき
「企業行動憲章」を定めます。

企業行動憲章

Who We Are 01～
企業理念・企業行動憲章
目次・編集方針
富士石油のあゆみ：価値創造の歴史
価値創造プロセス
富士石油のビジネスの全体像（サプライチェーン）
富士石油の４つの強み
財務・非財務ハイライト

価値創造ストーリー 15～
トップメッセージ
第三次中期事業計画
事業活動報告
・特集「カーボンニュートラルに向けた取組み」

経営基盤戦略 25～
重要課題
サステナビリティマネジメント
安全環境に係る基本方針
・安全への取組みの全体像
・環境への取組みの全体像
TCFD提言への対応（気候変動対応）
地域社会との関わり
グループ会社の環境への取組み
人財
役員一覧
コーポレート・ガバナンス
リスクマネジメント

財務セクション 47～
財務データ
株式情報

編集方針
本資料は、ステークホルダーの皆様に、当社の
経営活動全般について、分かりやすくお伝えす
ることを目指しています。
本資料は統合報告書として、決算・業績等の財
務情報に加え、当社の沿革、経営戦略、安全・
環境への取組み、コーポレート・ガバナンス等
の非財務情報を体系的・統合的に整理し、それ
ぞれの情報を関連付けながら掲載しています。

将来の見通しに関する注意事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関す
る記述は、当社が現在入手している情報および合理
的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性
があります。

目次
CONTENTS
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富士石油のあゆみ：価値創造の歴史
OUR HISTORY

1964

1966

1996 1999

2003

2002
2005

2006

2010

2011

1968

1970 1971 1974 1990 1993

2013

1964年 4月
アラビア石油、東京電力（現 東京電力ホールディングス）、
住友化学工業（現 住友化学）、日本鉱業（現 ENEOS）など
の出資により設立

2013年 10月
AOCホールディングスを存続会社として富士石油を吸収
合併し、AOC ホールディングスの商号を富士石油に改称　
新生・富士石油発足

1966年 8月
共同石油（現 ENEOS）グループ
に参加

1996年 4月
ISO9002（品質保証、品質システム
に関する国際規格）認証を取得

1999年 3月
ISO14001（環境マネジメ
ントシステム）認証を取得

2003年 1月
富士石油とアラビア石油が株式移転方式により
共同持株会社AOCホールディングスを設立
AOCホールディングス普通株式を東京証券取引
所市場第一部に上場

2002年 4月
ISO9001（品質マネジメント
システム）認証を取得

2005年 10月
昭和シェル石油（現 出光興産）と取引開始

2006年 6月
日本航空インターナショナル（現 日本航空）、九州
石油（現 ENEOS）と取引開始

2010年 11月
原油処理能力を140,000バレル／日に削減

2011年 4月
原油処理能力を143,000バレル／日に増強

1998年 10月
原油処理能力を192,000
バレル／日に増強

1968年 10月
袖ケ浦製油所の操業開始
（原油処理能力70,000バレル／日）

1970年 11月
袖ケ浦製油所第２期増設
設備稼働開始

1971年 9月
呉羽化学工業（現クレハ）他2社
とともにユリカ工業を設立

1974年 10月
袖ケ浦製油所第３期増設設備
稼働開始

1990年 3月
ユリカ工業を吸収合併

1993年 7月
ベンゼン、キシレン製造
装置稼働開始

1982年 12月
中袖基地第２期完成（第１期と合わせ
原油タンク12基、780,000kL）

1981 1981年 2月
中袖基地第１期完成（原油タンク
6基、390,000kL）

1982

1998
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価値創造プロセス
VALUE CREATION PROCESS

ཧ೦ۀا w�ΤωϧΪʔの҆ఆڅڙ
w�҆શの֬อͱڥٿのอશ

w�εςʔΫϗϧμʔͱのڞଘڞӫ
wྗ׆�ʹຬͪͨಇ͖͕͍の͋Δ৬

財務資本
株主資本 673億円
借入金 1,610億円

製造資本
常圧蒸留装置処理能力

143,000バレル/日
残油処理装置処理能力　（装備率52.4％）

75,000バレル/日
貯油能力	 328万kL
入出荷設備…桟橋設備、ローリー出荷設備、
	 貨車出荷設備、パイプライン出荷設備

知的資本
安全環境文化---安全環境マネジメント

システム

ユリカ装置ライセンス---低廉な重質原油から
　高付加価値石油製品を生産、千代田化工
　建設株式会社と共同ライセンス

CCS、CCUS、地熱等---グループ会社におけ
　る地層に関する知見

人的資本
連結従業員数 690人
当社従業員1人当たり教育投資額

86,500円（2022年度）

社会・関係資本
当社の価値観---企業理念、企業行動憲章

地域社会との関係---千葉県、袖ケ浦市、地域
　との継続的な取組み、当社事業への理解

産油国との関係---産油国との長年にわたる
　関係、原油の安定調達

自然資本
製油所・貯油
基地土地面積 1,512千m2
水使用量	 966万t

売上高

8,508億円
営業利益

50億円

0VUDPNF
ʢظϏδϣϯʣ

0VUQVU�ͭのڧみ

袖ケ浦製油所

LPガス

ガソリン・ナフサ留分
ガソリン・ナフサなど

灯油留分
灯油・ジェット燃料油

軽油留分
軽油

残油
重油・アスファルト

҆ఆ͔ͭ
ͳݻڧ
൫ج٬ސ

କέӜ༉ॴ
の

ཱ༏Ґੑ

τοϓࠃ
Ϋϥεのॏ࣭༉
ղྗ

ੈքʹތΔ҆શ
への取組み

ग़ՙ

製品販売数量
（千ｋL）

①ガソリン	---------------2,499
②ナフサ	---------------------- 386
③灯油・ジェット燃料
	-------------------------------1,329

④軽油	----------------------1,817
⑤A重油	----------------------- 393
⑥C重油	----------------------- 167
⑦�ベンゼン・キシレン
	----------------------------------- 449

⑧石油ピッチ	-------------- 362
⑨その他	---------------------- 627

合計 ���������������� 8,029

■2050年に向けた
経営の方向性

エネルギーの
安定供給の

使命を果たし続ける

低炭素・循環型
社会へ貢献する

༉ஷଂௐୡݪ

ஷଂ

石油ガス留分

350℃以上

石油蒸気

240℃〜
350℃

170℃〜
250℃

35℃〜
180℃

ୈ࣍ࡾதܭۀࣄظըɹ ��1��ʙ��

（2023年3月31日現在）

（2023年3月期）

P27-32参照

P11参照

P36参照

P1参照

P35参照

 P32、P39-41、P50参照

Ψόφϯε

༉ݪ

*OQVU
࢜ੴ༉Λ͑ࢧΔܦӦࢿຊ
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生産計画に基づき、様々な油種の原
油を中東諸国はじめ世界の各国から輸
入しています。
製油所の沖合7km海上に、30万ト

ン級タンカーが2隻同時に着桟できる
京葉シーバース（千葉県内石油会社4
社による共同運営）があり、製油所とは
海底パイプラインで結ばれています。
また、製油所内の当社専用桟橋にお
いては、12万トン級までのタンカーか
ら原油を受け入れることが可能です。
この当社専用桟橋は製品の輸出入
にも活用されており、国内最大級の桟
橋として当社の製品輸出に大きく貢献
しています。

袖ケ浦製油所には、大小さまざまな
貯蔵タンクがあり、ガソリン、灯油、LPG
など、生産された石油製品は種類ごと
に貯蔵され、安全に管理されています。

＜製品・半製品、LPG貯油能力（kL）＞

製品・半製品 119基 1,382,080

LPG 16基 21,500

合計 135基 1,403,580

原油タンクは袖ケ浦製油所に15基、
中袖基地に12基あり、輸入された原油
が搬入・貯蔵されます。なお、緊急時に
備え70日分の原油や石油製品の備蓄
が義務付けられています。

＜原油貯油能力（kL）＞

袖ケ浦製油所 15基 1,146,200

中袖基地 12基 728,600

合計 27基 1,874,800

精製された石油製品はタンカー、鉄
道貨車、タンクローリー、パイプライン
などで全国各地に、また、海外向けにも
出荷されます。
袖ケ浦製油所は、海上出荷設備、陸
上出荷設備、パイプライン出荷設備と
いった多様な出荷設備が充実してお
り、お客様のニーズに対応した製品の
出荷を行っています。

袖ケ浦製油所では最新の技術を取
り入れた装置を備え、製品需要の変化
に柔軟に対応できる生産システムを構
築しています。 

＜重質原油分解能力＞

第2常圧蒸留装置 143,000BPSD

第1流動接触分解装置 18,000BPSD

第2流動接触分解装置 24,000BPSD

減圧残油熱分解装置
(ユリカ装置) 33,000BPSD

装備率 52.4％

特に、流動接触分解装置2基と当社
独自の減圧残油熱分解装置（ユリカ装
置）を有していることにより、高い重質
油分解能力を実現しており、付加価値
の高いガソリンや軽油等の白油の生産
割合を高めています。袖ケ浦製油所は、
わが国の中で最も重質な原油を処理
する製油所のひとつであり、このこと
が、原油コストの低減を通じて当社の
競争力に大きく貢献しています。 
石油精製プラントは、統合計器室に

おいて最新鋭の統合生産制御システム
により集中管理され、各種製品は効率
的に生産されています。

富士石油のビジネスの全体像（サプライチェーン）

当社の袖ケ浦製油所では、中東を中心とした世界各国から原油を輸入し、安全・環境・品質の確保に努めつつ、さまざま　　　　　　な石油製品を生産し、国内外へ供給しています。精製・貯蔵設備だけでなく、入出荷設備も充実しており、12万トン級の
タンカーが直接着桟できる、わが国の製油所としては最大級の専用桟橋を備えており、当社生産能力の約4割にあたる年間　　　　　　300万キロリットルの製品輸出が可能です。

SUPPLY CHAIN

༉のஷଂݪ��� ���ਫ਼ɾੜ࢈ ���のஷଂ ���ग़ՙݪ���༉のडೖ
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燃料油

重油

石油ピッチ・他

ナフサ・ベンゼン・キシレン

袖ケ浦市

輸送ルート

輸送ルート

輸出ルート

至木更津

至千葉

産業道路

東京湾

首都圏エリア

成田国際空港

東京国際空港
（羽田空港）

富士石油
袖ケ浦
製油所

袖ケ浦製油所は、東京湾の京葉臨海工業地帯の
一角に位置し、貨物取扱量など国内トップレベルの
港湾である千葉港内にあります。海外からの原油輸
入、石油製品の国内向け海上輸送ルートはもちろ
ん、大型タンカーによる石油製品の輸出ルートも十
分に確保されています。袖ケ浦製油所は、12万トン
級のタンカーが直接着桟することのできる大型の
桟橋を有しており、最大で年間300万キロリットル

の製品輸出が可能となっています。これは石油製品
需要の強いアジアを中心とした地域への輸出にお
いて、大きな強みとなっています。また、陸上輸送
ルートについては、館山自動車道や圏央道などの
交通インフラが整っており、大消費地である首都圏
をはじめ、関東・東北エリアへのアクセスに優れてい
るなど、袖ケ浦製油所は抜群の立地優位性を有して
います。 

当社は、袖ケ浦製油所の立地優位性や優れた重
質油処理能力などの競争力を存分に活かし、安定か
つ強固な顧客基盤を構築しています。主製品の燃料
油については、石油元売りや航空会社等に対し、首
都圏を中心に販売しています。また、袖ケ浦製油所
は隣接する電力会社や化学会社の発電所・工場とコ
ンビナートを形成し操業を開始しており、電力会社
へは需要に応じて低硫黄C重油などの発電用燃料
を供給しています。電力会社においては、以前から石
油火力による発電は減少傾向にありますが、袖ケ浦
製油所では重質油の分解装置である流動接触分解
装置（FCC装置）を2基擁しており、需要の変化に柔

軟に対応して操業することも可能となっています。ま
た、隣接する化学会社の工場には、多様な石油化学
原料をパイプラインで供給しています。袖ケ浦製油
所と同工場とは、蒸気の相互利用や廃熱の有効活
用などの操業の効率化にも共同で取り組んでいま
す。製鉄会社とはユリカ装置で生産される石油ピッ
チの用途開発をともに手掛けた関係であり、以来、
石油ピッチを安定的に供給しています。当社は、こう
した様々な産業を営む企業と強い結び付きをもっ
て、継続的かつ安定的に取引を行っており、販売リス
クの低い事業構造を有しています。 

FOUR STRENGTHS OF FUJI OIL

富士石油の4つの強み

１．袖ケ浦製油所の立地優位性　 ２．安定かつ強固な顧客基盤　

石油業界

運輸業界

電力業界

化学業界

鉄鋼業界

富士石油

石油製品の供給

GS
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FOUR STRENGTHS OF FUJI OIL

※1 API比重：アメリカ石油協会による石油の比重分類。この数値が大きいほど軽質、小さいほど重質の原油を意味します。
※2 出典：経済産業省 資源エネルギー庁「資源・エネルギー統計年報」 安全作業指導員による巡回指導

パワープレイ総点検　

流動接触分解装置（FCC装置） 減圧残油熱分解装置（ユリカ装置）

統合計器室

袖ケ浦製油所では、4カ所に分散していた計器室を2009年に1カ所に統合し、操業
制御システムも統合しました。計器室の統合により情報の一元化や共有化、スピー
ディーな情報伝達が可能となり、製造部門全体の組織力は格段に向上しました。また、
操業制御システムの統合により、全装置を集中制御することが可能となり、運転効率
のみならず安全性も大きく向上しました。
2011年3月に発生した東日本大震災では、計器室・操業制御システムの統合によ

り、地震直後の点検・運転変動への対応など、的確かつ迅速に実行することができ、
その結果、事故・トラブルを起こすことはなく、ほぼフル稼働状態を維持継続すること
ができました。

大地震などの緊急時には、製油所内の装置を緊急停止させる場合がありますが、装
置の内部には大量の可燃性ガスが存在します。この可燃性ガスを安全に排出しなが
ら、迅速に装置を停止させるためには、高度な制御システムが必要です。袖ケ浦製油
所ではいち早く国際的な安全規格に適合した安全ロジックに基づく電子制御システム
を、個別装置の緊急停止プログラムや、大規模地震発生時に自動的に行われる全装置
緊急停止・脱圧システムに採用しました。これにより、大地震のような万が一の場合で
も、安全かつ自動的にすべての装置を停止することが可能です。

袖ケ浦製油所では、2009年の計器室・操業制御システムの統合に伴い、製造部門
の6つの課を3つに統合しました。縦割りの弊害が解消されたことで業務効率が改善
し、従来よりも装置の保全や若手社員の教育に充てる時間が拡充しています。
また、緊急時には、機動的に人員投下することが可能となりました。この点は東日本

大震災の際に、ほぼフル稼働状態を継続できたことで、実証・確認されました。なお、
若手社員の教育の充実は、安全操業を将来にわたり担保するものであり、その点にお
いても、計器室統合や組織統合は、大きな効果を発揮しています。

社長並びに本社のトップマネジメントは、年２回定期的に袖ケ浦製油所に対する安
全巡視を行い、自ら設備の状況を確認するとともに、オペレータとの直接対話を通じ
て、問題の共有化と安全に対する意識統一を図っています。一方、袖ケ浦製油所では、
事務部門を含む全部門総動員で設備の点検や製造現場の清掃をするパワープレイ
総点検や、安全作業指導員による安全パトロール、小さな事象に隠れている事故原因
を探るヒヤリ・ハット活動、全員参加の防災訓練、KY（危険予知）活動、基本を守る運動
（無事故・無災害キャンペーン）など、全所員を挙げて様々な安全確保・安定操業に向
けた取組みを実施しています。

1.計器室と操業制御システムの統合

2.緊急脱圧システムの導入

3.組織の統合

4.全社的な取組み

富士石油の４つの強み

袖ケ浦製油所は日量14万3千バレルの原油処理能力を
有し、これは日本全国の約4％に相当します。袖ケ浦製油
所では、ガソリン、灯油、ジェット燃料、軽油、重油などの燃
料油に加え、ベンゼン、キシレンなどの石油化学原料や石
油ピッチなどの多様な製品を生産しています。他社よりも
重質で低廉な原油から軽質で高付加価値の石油製品（白
油）を生産することができる当社独自の精製装置により、
国内における電力向けＣ重油等の黒油需要の減少や、経
済成長が著しいアジアを中心とした白油需要の増加など
の需要構造の変化に柔軟に対応しています。
原油を蒸留した後の二次工程では、最終生産品に占める
重油やアスファルトなどの生産割合をできるだけ小さくし、需
要が多く、より高付加価値の白油の生産割合を大きくする
「高い分解率」が求められています。袖ケ浦製油所には、二次
工程において重質留分の分解に直接貢献する装置として、流
動接触分解装置（FCC装置）2基と減圧残油熱分解装置（ユリ
カ装置）が導入されています。ユリカ装置は、原油精製の最終
残渣と言われるアスファルトを、更に分解・精製してガソリン
や軽油の基材（白油の基材）を生み出す、世界でも富士石油
だけが保有する装置です。 

流動接触分解装置とユリカ装置の処理能力の合計を、常
圧蒸留装置の原油処理量で除した装備率では、袖ケ浦製油
所は約50%と高い重質油分解能力を示しています。ちなみ
に通常では蒸留工程後、原油の20%程度が残渣（アスファル
トなど）となりますが、袖ケ浦製油所ではユリカ装置などの活
用により、これをわずか6%にまで低減させています。 
日本には、多くの産油国から、様々な性状の原油が輸入さ
れています。製油所では年間を通じて単一の原油を処理する
ことはなく、季節や製品需要の動向などに応じて、数種類の
原油を組み合わせて処理を行っていますが、袖ケ浦製油所で
はより重質で低廉な原油を処理することが可能となっていま
す。2022年度の袖ケ浦製油所の処理原油の平均API比重※1

は32.3度で、全国平均である36.1度※2を大きく下回ってい
ます。袖ケ浦製油所は国内で最も重質な原油を処理している
製油所のひとつであり、このことが、原油コストの低減を通じ
て当社の競争力に大きく貢献しています。 

当社では、袖ケ浦製油所の操業開始以来、「安全の確保」を基本理念のひとつに掲げ、全社を挙げて取り組ん
でいます。安全の確保や、安定操業のためには、設備やシステムといったハード面だけではなく、人財育成といった
ソフト面での取組みも不可欠であるとの考えに基づき、様々な施策を講じています。

3.国内トップクラスの重質油分解能力　 ４．世界に誇る安全への取組み　
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非財務ハイライト

FINANCIAL AND NON-FINANCIAL HIGHLIGHTS

財務・非財務ハイライト

財務ハイライト

親会社株主に帰属する当期純利益/ROE 製油所稼働率

排出量ゼロ継続中

※1 小規模定期修理実施年度
※2 大規模定期修理実施年度

製油所CO2排出量総資産 産業廃棄物最終処分量1株当たり配当額

労働災害有利子負債

従業員数（連結） 当社従業員一人当たりの教育投資額売上高 営業利益

（注） 度数率と強度率は、厚生労働省が災害の発生状況を評価する際に使用している指標
度数率（災害発生の頻度）＝労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000
強度率（災害の重さの程度）＝延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000
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TOP MESSAGE

2050年に向けて
富士石油は創業以来、日本の成長をエネルギーの安定供
給という面で支えてきました。当社を取り巻く事業環境は目
まぐるしく変化していますが、今後もこの根本が変わること
はありません。一方で、2050年のカーボンニュートラルへ
の対応は当社にとって長期的な重要課題であり、石油精製と
いうビジネスモデルそのものの持続性が問われています。
代替エネルギーの形態がはっきりしない中、1つの製油所で
事業を行う当社にとってビジネスモデルの転換は容易ではあ
りません。しかし、これまで培ってきた強みを活かすことで、
当社はこうした課題を乗り越え、2050年においてもエネル
ギーのサプライチェーンの一翼を担い、エネルギーの安定
供給という使命を果たし続けていきます。
私が入社した1980年代は日本経済が右肩上がりで成長

を続けており、石油製品の消費量もどんどん伸びていました。
一方で、現在は構造的な国内需要の減少が続いており、石油
精製業の当社にとって厳しい事業環境となっていますが、当
時も今も変わらず、当社にとって最も重要なことは製油所が
事故なく安定的に稼働することです。日々の操業を事故やト
ラブル、法令違反なくしっかりと成し遂げることが、お客様か
らの信用につながるとともに安定的な収益をもたらします。
そしてそれがカーボンニュートラルや新たなビジネスモデル
の創出に取り組むための基盤となります。

富士石油の強み
石油製品は通常の製造業のように製品による差別化は

できません。そのため、製油所の競争力を高めるには安
定的に低コストで製品を供給することが極めて重要になっ
てきます。
コスト競争力を高めるために重要になるのは、まず重質
留分の高度な分解能力、次に製油所の高稼働を維持するこ
と、そしてサプライチェーン上の効率性です。
当社は減圧残油熱分解装置(ユリカ装置)などに代表さ

れる高度な重質油分解装置を有しており、付加価値の高い
製品の生産割合を増大させることに成功しています。
そして、製油所を法令で定められた定期修理以外では停
止することなく、高い稼働率を維持するために、安全に細
心の注意を払っています。この結果として、袖ケ浦製油所
は全国でもトップクラスの稼働率を維持できていると自負
しています。
更に、サプライチェーン上の強みとしては、製油所内に
12万トン級のタンカーが着桟可能な国内最大級の桟橋を
保有し、石油製品需要の旺盛なアジア地域向けの輸出を機
動的に実施することができます。また、近隣の化学工場と
もパイプラインで接続されるなど、低コストで製品の輸送

を実現できる設備と体制を有しています。
当社は規模こそ小さい会社ですが、こうした各工程での
効率化の積み重ねにより、袖ケ浦製油所は高いコスト競争
力を維持できていると考えています。今後も様々な取組
みを強化し高い競争力を維持することで、富士石油はエネ
ルギーの安定供給に貢献し続けます。

カーボンニュートラルへの取組み
2050年カーボンニュートラルの実現は、当社にとって
長期的に取り組むべき重要課題です。当社が社会全体の
カーボンニュートラル実現に貢献していくためには、製油
所からのCO2排出の削減（ネットゼロ）と供給する製品の低
炭素化の両方が必要です。一方で、エネルギーの安定供給
を損なうようなことがあっては当社の責任は果たせません。
製油所は製品の生産過程において大量の熱エネルギーを
必要としており、そのエネルギーは原油由来の燃料を燃や
すことで得ています。CO2排出量を削減するためには、ま
ず製品の生産過程における省エネルギー化を更に進め、
使用するエネルギー量を減らすことを優先します。次に、
現在使用している燃料にアンモニア等のカーボンニュート
ラル燃料を混焼させることにより、化石燃料を使用する
割合を減らしてCO2発生量を低下させます。そして、そ
れでも排出される分については、CCS（Carbon dioxide
Capture and Storage：CO2の回収・貯留）の活用等も視
野に入れつつ、様々な選択肢を検討し対応していくことで、
製油所のカーボンニュートラルを実現していきます。
製品の低炭素化として注目しているのはSAF（Sustainable
Aviation Fuel：持続可能な航空燃料）です。SAFの分野に
ついては、国土交通省の『輸入ニートSAFモデル実証事業』
に参画するなど、この分野の知見を深めています。技術的
には実現可能性が高まっていますが、課題は採算性です。
採算性がなければ、当社事業としては実装できません。
こうした新たな低炭素化の技術の実証実験等を今後も積
極的に行い、社会のトレンドを見極めながら対応準備を進め
ていきますが、カーボンニュートラルに関連する制度等の
整備は、官民一体での取組み課題であると考えています。

人財に関する取組み
カーボンニュートラルへの取組みと製油所の安全・安定
稼働には優秀な人財が不可欠です。従業員には当社で働
いている時間を価値あるものと感じてもらえなければ離
れてしまうと考え、人財の育成や職場環境の整備について
は、切実な課題として取り組んでいます。
富士石油として従業員に求める人財像は、自分の頭で考

え、それをきちんと言語化し、実現できる人です。特にこれ

トップメッセージ

代表取締役社長
社長執行役員

山本 重人

安定稼働の徹底と環境への貢献が
「これまでも」そして「これからも」

富士石油の支柱です。
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代表取締役社長 社長執行役員 

トップメッセージ

2050年に向けた製油所の活用例

製油所の役割

低炭素化された
石油製品の製造
拠点

原油
環境負荷の低い
石油製品

カーボンニュート
ラル液体燃料の
製造拠点

廃食油

動植物油脂等

合成燃料/化学
原料

カーボンニュート
ラルエネルギーの
供給ハブ

MCH ※ 1 等

自然エネルギー

バイオ燃料/化学
原料

CO2フリー水素

FT合成※2

投入原料 低炭素・脱炭素化 製品

製油所の既存設備(入出荷、
配管、タンク他)が転用可能

省エネ
CO2回収

CO2

発電 電気分解

水素化処理

脱水素化 H2

CO2フリー
水素活用

× =

TOP MESSAGE

からの変革の時代を乗り切るためには、これまでのやり方
や周囲の考えと異なることを恐れずに、どんどん意見を表
明できる人が必要です。そのために、階層ごとの研修など
一般的な教育プログラムに加え、挑戦する機会を与える職
場環境を積極的に整備していきます。同じ環境で仕事をし
ているとどうしても得られる経験が限られてしまいます。
会社の枠に留まらず、様々な人と接する機会を従業員に持っ
てもらえるような環境が必要と考え、体制構築を進めてい
ます。
また、働き方改革という点では、どうしてもこの業界は
古いイメージを持たれてしまいがちです。確かに当社製油
所では24時間3交代の勤務体制となっており、災害等の
場面では緊急で動員がかかるなど、安定稼働を維持する
ためには従業員に対する制約があります。しかし、従業員
一人ひとりにはそれぞれ固有の事情があるわけですから、
柔軟に裁量を与えて子育てや介護のみならず、自分の時間
を有効に使えるような制度設計を進めています。

DXの推進
DXを進める上で当社と親和性が高いのは、製油所の点
検における効率化です。
袖ケ浦製油所に限らず、日本の製油所はアジア圏の他の
製油所に比べても定期修理等の停止期間が長いことが課
題になっています。ただ、定期修理そのものは装置を安全
に稼働させるためには必要不可欠であり、なおかつ大規
模な設備の点検においては人の手が欠かせません。
むしろこうした点検作業の効率化にDXが最も効果を発
揮するのは、日常的なモニタリングだと考えています。デ
ジタル技術を活用して装置や設備の状態を常にモニタリン

グすることで早期に異常の兆候を検知し、補修等の対応を
実施することにより、定期修理の期間が短縮され、稼働率
の向上につながります。
また、これまでは現場のベテラン社員からの技術伝承が
課題でしたが、そうした社員がもつ経験をデジタルデータ
として集約し共通化することで、ベテランの知恵を次の世
代に受け継ぐことができます。これも稼働率、すなわちコ
スト競争力に直結する重要なポイントと考え積極的に取り
組んでいきます。

ガバナンス強化
石油精製業を営む当社にとって、製油所の稼働停止は何
より避けなければなりません。そのためには当社事業の
リスクを適切に認識し、重大な問題等が発生した際には早
急に対処する必要があります。更に長期的には、カーボン
ニュートラルに向けてどのような取組みをするかという重
要な課題もあります。こうした課題に対応するため、多様
性のある取締役会の果たす役割は極めて重要だと考えて
います。
体制面では、コーポレートガバナンス・コードに則って組
織の強化を進めています。2023年6月の株主総会を経て、
取締役会の構成は社内取締役と社外取締役が半数ずつに
なり、着実に体制が整ってきています。また、女性や海外か
らの取締役も在籍しており、取締役会の多様性も確保でき
ています。取締役会においては、カーボンニュートラルを
含むサステナビリティへの取組みなど中長期的な課題につ
いて議論を重ねています。
直近の経営に影響を与える重点トピックとして、経済産
業省の高圧ガス保安法新認定制度へ向けた社内体制の整

備についても議論しています。この制度は整備体制などの
所定の条件を満たすことにより製油所の定期修理をこれ
までの4年に一度から最長8年まで延長できる制度です。
これによって製油所の停止期間を大幅に減らすことができ、
高稼働の維持、ひいてはコスト競争力の強化につながりま
す。この制度の適用条件として、従業員の教育システムや、
設備等における日常の検査システムの導入が求められてお
り、取締役会ではこうした整備体制の構築を促進しています。

業績と第三次中期事業計画の進捗
事業環境として2022年度の石油製品の国内需要につ
いては、ガソリンは乗用車保有台数の減少や低燃費化の進
展等による構造的な需要減少要因がある中で行動制限緩
和や旅行支援策等を受け前期比100.6％ 、ジェット燃料は
旅客貨物輸送需要の回復により前期比121.6%となりまし
た。一方で、灯油は全国的に暖冬であった影響により前年
比90.6%、軽油は貨物輸送を中心とした底堅い需要はあっ
たものの前期比98.7％と小幅に減少となりました。
当社袖ケ浦製油所では補修工事による生産設備の一時
的な稼働率低下があったものの、1年間を通じて概ね安全・
安定操業を維持しました。
2022年度の連結業績につきましては、売上高は前期を
3,648億円上回る8,508億円となり、営業損益は前期と比
較して112億円減益となる50億円の利益となりました。
なお、当期の在庫影響を除いた実質ベースの損益につい
ては、営業利益相当額は43億円となりました。
ロシアによるウクライナ侵攻等によって原油価格の予想
が困難になったことで、収益を予想するのが難しくなって
います。今後も原油価格は安定していることが当社にとっ
ては理想的ですが、実際は更なる変動が予想されます。
第三次中期事業計画の進捗に関しては、資金計画におけ
るフリー・キャッシュ・フローは達成が見えてきています。
また利益計画の在庫影響を除いた営業利益100億円につ
いては、未だ目標値に対して隔たりがあるものの、第三次
中期事業計画を策定した際に前提としていた稼働率等を現
時点では上回っており、在庫影響除き営業利益100億円の
達成に向けて、引き続きあらゆる観点からコスト削減に資
する取組みを実行していきます。

資本効率の向上に向けて
株式市場に上場している会社として資本コスト・資本収益
性や市場評価を意識した経営が求められる中において、当
社のPBR（株価純資産倍率）は低位に留まっています。これ

は大きな課題ですが、飛躍的に製油所の資本効率を向上さ
せるような特効薬はありません。エネルギーの安定供給と
いう社会的使命を果たしつつ、PBRを向上させていくため
には、まずは利益をしっかりと生み出し企業価値を高め、株
式市場から評価される企業となる必要があります。そのた
めには、やはり前述の通り装置の高稼働を基盤とした安定
的な収益と、カーボンニュートラルに向けた新たな取組み
が重要です。第三次中期事業計画ではROE10％を目標とし
て掲げており、まずはこの目標を達成し、資本コストを上回
る利益の創出に注力していきます。また、当社にとって今回
が初の統合報告書の発行となりますが、IRに関する活動は
まだ途上にあると考えています。IRに関する情報発信と対
話を今後更に充実させ、株主をはじめとするステークホル
ダーの皆様とともに企業価値の向上に努めていきます。

ステークホルダーの皆様へ
当社が石油精製会社としてこれまで事業を継続してこれ
たのは、お客様、お取引先様、株主・投資家の皆様、地域
の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様との強い絆
のもと、法を守り、安全に、そして安定的に石油製品を供給
するという使命を果たすことに、全社を挙げて真摯に取り
組んできた結果であると思っています。
石油業界は今、エネルギーの安定供給とカーボンニュート
ラルを同時並行で成し遂げなければならない、大きな変革
の時代を迎えています。
この大変革の時代にあって、ステークホルダーの皆様との
建設的な対話を一層進め、それを経営に活かしていくととも
に、全社一丸となって企業価値の向上を目指してまいります。
そして、社会にとってこれからも必要な、そして愛さ
れる会社であり続ける所存です。
引き続き当社事業へのご理解とご支援を賜りますよう、
お願い申し上げます。

※1メチルシクロヘキサンと呼ば
れるトルエンに水素を付加さ
せて作る液体であり、海外か
らの水素キャリア（運搬媒体）
として期待されている。

※2  フィッシャー・トロプシュ合
成の略で、一酸化炭素と水
素の混合ガスから触媒を用
いて液体炭化水素を合成す
るプロセスのこと。CO2と
再生可能エネルギー由来の
水素を原料とする合成燃料
を製造するための技術とし
て注目されている。
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THIRD MEDIUM-TERM BUSINESS PLAN

第三次中期事業計画（2021年5月策定）

世界の石油需要については、新型コロナウイルス感染
症の拡大による経済危機からの力強いリバウンドが予想
される一方、中国、インド、中東を中心に、今後数年間の石
油需要の増加量を上回る規模で最新鋭の大型製油所の
新増設が同時期に計画されていることから、その進捗次

第では一段と厳しい競争環境が想定されます。また、
2050年カーボンニュートラルに向けた動きの中で、電気
自動車の普及やバイオ燃料、合成燃料、水素等への燃料
転換が進むことで、中長期的には石油需要の一定程度の
喪失が予想されます。

石油精製事業を巡る事業環境は国内石油需要減少等
により年々厳しさを増しており、更にわが国においても
2050年カーボンニュートラルに向けた動きが本格化す
る中、当社においては収益の安定的拡大と環境負荷低減

の両立を図るため、(1)石油精製事業の更なる基盤強
化、(2)脱炭素社会に向けた取組み強化を基本方針とし、
以下の課題に注力していきます。

上記の事業環境認識のもと、当社は2050年に向けた
長期的な経営の方向性を以下の通り定め、その方向性

に沿った取組みを本中期事業計画において推進してい
ます。

●当社袖ケ浦製油所はエネルギーの安定供給の使命を果たし続けるための重要な価値創造拠点として在り続ける。
●低炭素・循環型社会への貢献は、企業としての社会的責務かつ、当社の未来のための最重要経営課題であると
捉え、低炭素化した石油及びカーボンニュートラルなエネルギーを供給する企業となる。

当社は2050年カーボンニュートラル社会の実現に貢献すべく、本中期事業計画において達成すべき目標として以下の環境目標
を定めました。

※1 Crude Oil Equivalent（原油換算）　※2 各要素技術のイノベーションの進展による技術確立と経済性の両立を前提とする。

※  原油価格の変動に伴う短期資金
の増減影響修正後

※1 2023年度（見通し）は2023年5月10日発表数値　　※2 2024年度営業利益、経常利益は在庫影響を含まない。

（注）2023年度見通しは2023年5月10日発表の数値

基本方針 重点課題 具体的な取組み

石油精製事業の
更なる基盤強化

稼働信頼性の維持・強化 •  高経年設備の集中検査
•  ドローンによる点検やIoT、AI等のデジタル
技術導入、他

コスト競争力の強化、競争優位の確立 •  精製コストの削減、エネルギー効率の改善
•  原料調達を含む生産最適化
•  高付加価値製品増産に向けた設備改良
•  総経費の合理化、業務効率化、他

脱炭素社会に向
けた取組み強化

製油所の徹底した環境負荷低減 •  省エネ活動・投資の一層深化
•アンモニアのボイラー燃料使用検討、他

脱炭素ビジネスの追求 •  次世代バイオ燃料の導入やCO2フリー水素、
合成燃料などの追求

２０２１年度 2022年度
（実績）

2023年度
（見通し）

２０２４年度
（中期事業計画）

原油処理量 （千kＬ） ６，２５９ ７，６４８ ７，３７５ ７，２９７

製品販売量 （千kＬ） ６，４６６ ８，０２９ ７，８８２ ７，８８０

２０２１年度 2022年度
（実績）

2023年度
（見通し）※1

２０２４年度
（中期事業計画）※2

原油価格（ドバイ原油） ７８ドル／バレル ９２ドル／バレル ８０ドル／バレル ６０ドル／バレル

為替レート １１２円／ドル １３５円／ドル １３０円／ドル １０５円／ドル

営業利益（除在庫影響） １６２（▲２５） ５０（４３） ７６（４４） １００（１００）

経常利益（除在庫影響） １６０（▲２７） ４７（４０） ６８（３６） ８５（８５）

親会社株主に帰属する
当期純利益 １５２ 35 56 75

２０２４年度目標

ROE （自己資本利益率） 10%以上

ネットＤ／Ｅレシオ （負債資本比率） 1.5倍以下※

2025年度環境目標

2030年度に向けた目指す水準

2050年度に向けた目指す水準※2

製油所における省エネルギー量15,000ｋL-coe※1/年の達成

自社事業で発生する年間ＣＯ₂排出量を2014年度と比較して20％以上削減

• 自社事業で排出するＣＯ₂をネットゼロとする 
• 供給するエネルギーの低炭素化等を図ることで、社会全体のカーボンニュートラル実現に貢献 

原油処理・製品販売　

利益計画　

事業環境の認識　

2050年に向けた長期的な経営の方向性　

基本方針、重点課題・施策　

財務目標　
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項目 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2040年度 2050年度

2050年度ＣＯ₂排出量
ネットゼロ

基本設計
投資判断

装置構成の変更
基本設計、投資判断詳細検討

基本設計、投資判断詳細検討

2030年度 CO2 排出量目標：2014年比 20%削減※2CO2 排出量目標

CO2 回収・利用

Sc
op
e 
1+
2

Sc
op
e 
3 バイオ燃料事業

共処理技術※３の導入の
検討

省エネルギー活動 省エネルギー活動：
15千kL-coe削減

ボイラーでのアンモニア混焼率引き上げ検討

省エネルギー活動の継続

詳細検討
アンモニアおよび水素への燃料転換検討

製油所のあるべき姿
の検討

CN燃料（アンモニア・水素）
等への転換

製油所装置の在り方検討

CCS・CCUS技術開発動向調査

SAF等製造に
係る基本設計、
投資判断

バイオマス、廃プラ由来の原料動向調査、
既設設備の転用検討

SAF等製造に係る
詳細設計、資材調達、装置建設 SAF等の供給

導入検討 詳細検討 基本設計、投資判断
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REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES

事業活動報告
カーボンニュートラル実現に向けたトランジション戦略

当社のおかれている事業環境については大変厳しいと
認識しています。世界の石油需要については、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大による経済危機からの力強いリバ
ウンドが予想される一方、中国、インド、中東を中心に、今
後数年間の石油需要の増加量を上回る規模で最新鋭の
大型製油所の新増設が同時期に計画されているためで
す。また、2050年カーボンニュートラルに向けた動きの中
で、電気自動車(ＥＶ)の普及やバイオ燃料、合成燃料、水素
等への燃料転換が進むことで、中長期的には石油需要の
一定程度の喪失が予想されています。こうした認識のも
と、2021～2024年度の４年間を対象とする第三次中期

事業計画を策定しました。
その後、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた
社会的要請が更なる高まりを見せているだけでなく、ウク
ライナ情勢を背景とした地政学的リスクの高まりや、資源
価格・為替相場の大きな変動を踏まえたエネルギー安全
保障の観点からも、これまでの化石燃料を中心としたエネ
ルギー需給構造の転換が進展していくことが見込まれま
す。こうした中においても、収益の安定的拡大と環境負荷
低減の両立を図るべく、①石油精製事業の更なる基盤強
化、②脱炭素社会に向けた取組み強化を基本方針とし、注
力していきます。

カーボンニュートラル実現に向けた取組みは、全社横断的でテーマが多岐
にわたることから、全常勤役員で構成される専門の委員会（カーボンニュート
ラル推進委員会）を新設します。同委員会にて戦略立案・推進を行う体制と
し、加えて、戦略の進捗状況についても定期的に同委員会にて管理し、その
状況を取締役会へ報告することで戦略の実効性の向上を図ります。

当社は、2021年5月に策定した「第三次中期事業計画」において、2050年カーボンニュートラル社会の実現に貢献すべ
く、以下の環境目標を定めました。
①製油所における省エネルギー量15,000kL-coe/年（目標年度：2025年度）の達成。
②中期においては、2030年度に自社事業で発生する年間CO₂排出量を2014年度と比較して20%以上削減することを目指す。
③長期においては、各要素技術のイノベーションの進展による技術確立と経済性の両立を前提とした上で、2050年度には

自社事業で排出するCO₂をネットゼロとすることを目指すとともに、供給するエネルギーの低炭素化等を図ることによ
り、社会全体のカーボンニュートラル実現に貢献する。
以上の同計画に定めた目標に加え、同計画策定後の当社事業の進捗や、GXリーグの本格稼働をはじめとする事業環境

の変化等を踏まえ、CO₂排出削減に向けた長期的な取組の方向性を定めるとともに、その着実な実行を図るべく、新たに
「カーボンニュートラル実現に向けたトランジション戦略」を策定しました。

基準年度（2014年度）を含めた3か年（2014年度・2015年度・2016年度）平均値と比べて、2025年度・2030年度・
2050年度における自社事業に伴うCO2排出量目標（Scope1+2）を以下の通り定めます。

2014・2015・2016
年度平均

2025年度目標
（5万t削減※1）

2030年度目標 2050年度目標

基準排出量

（単位：千kL）
2022年度通期 2021年度通期 前期比

ガソリン 2,499 1,892 132%
ナフサ 386 227 170%
灯油 359 441 81%
ジェット燃料 970 482 201%
軽油 1,817 1,518 120%
Ａ重油 393 301 130%
Ｃ重油 167 147 114%
ベンゼン 110 117 94%
キシレン 339 263 129%
石油ピッチ 362 274 132%
その他 627 805 78%
合計 8,029 6,466 124%
原油処理量 7,648 6,259 122%
稼働率 92.2% 75.4%

2022年度通期　石油製品販売量　

事業環境の認識　

ガバナンス体制　

カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ※1

CO2排出量目標（Scope1+2）　

取り組むべき課題　

※1  省エネルギー量15千kL-coe/年の達成によるCO2排出削減効果相当分　　※2  各要素技術のイノベーションの進展による技術確立と経済性の両立を前提とする。

※1 現時点でのロードマップであり、今後の取組みの進捗や、政策・技術開発・市場の動向等に応じて随時アップデート予定
※2 2014～2016年度の3か年平均CO2排出量(実績)を基準排出量（170万t-CO2）として採用
※3 従来の石油由来の原料とともにバイオマス、廃プラ由来の原料を処理する技術
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①石油精製事業の更なる基盤強化

稼働信頼性の維持・強化
ドローンによる点検やIoT、AI等のデジタル技術を最大
限活用することにより、装置に係る運転管理・保全の一層
の高度化を推進していきます。
コスト競争力の強化、競争優位の確立
更なる精製コストの削減、エネルギー効率の改善、原料
調達を含む生産最適化、高付加価値製品の増産に向けた
設備改良、本社コストを含めた総経費の合理化等を進め
コスト競争力を更に強化していきます。
また、長足に進展するデジタル技術の最大限の導入・活
用を更に図るとともに、業務フローの抜本的見直しと必要

な組織の再編、2019年度に刷新した新人事制度の最適
運用、人財育成の取組み強化等により競争優位の土台と
なる人財・組織面での一層の変革を図ります。

②脱炭素社会に向けた取組み強化

製油所の徹底した環境負荷低減
省エネルギーは収益性の改善と同時に製油所のCO2排
出量の低減に最も確実に寄与することから、従来の取組
みを一層深化・加速させ、製油所の低炭素化を推進してい
きます。また、バイオETBEを配合したガソリンの供給とい
った従来の取組みに加え、アンモニアのボイラー燃料とし
ての使用検討等、環境負荷に配慮した製品の供給や燃料
の使用にも取り組んでいきます。
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REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES: FEATURE “INITIATIVES TOWARD ACHIEVING CARBON NEUTRALITY”

事業活動報告：
特集「カーボンニュートラルに向けた取組み」

第三次中期事業計画の基本方針として「石油精製事業の更なる基盤強化」と「脱炭素社会に向け

た取組み強化」を掲げており、事業を通じて社会に貢献しながら持続的な成長を目指す企業とし

て、社会全体のカーボンニュートラル実現に貢献すべく、各種取組みを進めています。まず、製油

所の環境負荷低減に向けてはアンモニアを外部から調達し、燃料用途として使用することで、燃

料燃焼時に発生するCO2を減少させることを検討しています。また、供給するエネルギーの脱炭

素も重要な課題です。日本における2050年カーボンニュートラルを実現するためには、

エネルギーの分野での脱炭素エネルギーの開発・導入・普及が不可欠であり、当社では特に

SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)の供給について取り組んでいます。

アンモニアは、燃焼してもCO2を排出しない「カーボン
フリー」なエネルギーであり、水素キャリアとしての活用
に加え、発電や工場等での熱源、舶用等の燃料として
CO2の排出量を抑える役割が期待されています。当社に
おいては、自社事業で排出されるCO2排出量の削減を図
るべく、石油精製の過程で副生されるアンモニアを袖ケ
浦製油所のボイラーにて原油由来の燃料と混焼させる
実験を続けています。一方で、アンモニアは現状燃料とし
てはまだ確立されておらず、製造や輸送の面で課題を抱
えています。

そこで当社は、当社グループ会社である日本オイルエ
ンジニアリング株式会社とともに、サウジアラビアン・オ

イル・カンパニー（アラムコ）、株式会社商船三井（商船三
井）などと共同で、低炭素アンモニアの受入・混焼実験を
行いました。本実験にて使用したアンモニアは、SABIC

（サウジ基礎産業公社）アグリ・ニュートリエンツ・カンパ
ニーがアラムコの原料ガスより製造し、当社がアラムコ・
トレーディング・カンパニーから購入したものです。この
アンモニアは、その製造過程で発生するCO2を分離・回収
し、原料として後工程で活用することから、低炭素に分類
され、第三者認証機関より「低炭素アンモニア」の認証を
得たもので、商船三井によりサウジアラビアから日本まで
輸送された低炭素アンモニアは、当社の袖ケ浦製油所に
搬入後、所内ボイラーにて混焼しました。

国際民間航空機関（ICAO）総会では、航空機が排出する
CO2を2050年までに実質ゼロとする目標が掲げられ、2024
年以降は2019年比で排出量を15%減らす若しくはオフセ
ットすることが求められるなど航空業界における脱炭素化
の動きはより一層加速しています。日本においても、国土交
通省が2030年までに国内航空会社の燃料使用量の10%
をSAF※1に置き換える目標を掲げています。

こうした状況において、日本国内におけるSAFの安定供給
を実現するためには、中長期的な国産SAF生産体制の樹立
とともに、輸入SAFの国内でのサプライチェーン拡充が重
要です。そこで当社は伊藤忠商事株式会社（伊藤忠商事）と
ともに、国土交通省航空局が進める『輸入ニートSAFモデル
実証事業』に協力して参画し、実証を行いました。本実証事
業では、伊藤忠商事がNeste OYJ社よりニートSAF※2を輸入

し、当社は袖ケ浦製油所の設備で輸入ニートSAFをジェット
燃料と混合しSAFを製造しました。製造したSAFは中部国際
空港へ搬入され、国土交通省航空局が所有する飛行検査機
へ供給されました。

更に、当社では袖ケ浦製油所におけるSAFを目的生産物
とするバイオ燃料製造事業も検討しており、検討の一環とし
て、現在製造プラントの基本設計を進めています。本基本設
計においては、年間約18万キロリットルのニートSAF製造お
よび2027年度の供給開始を想定し、ニートSAFは化石由来
のジェット燃料と混合後、SAFとして各空港へ供給する計画
です。
※1 SAF：ニートSAFと化石由来のジェット燃料を混合し、国際規格であるASTM

D7566 Table1およびASTM D1655に適合するジェット燃料油を指す。
※2 ニートSAF：バイオマス原料等を基に製造され、国際規格であるASTM D7566 Annex

1~7のいずれかに適合する合成ジェット燃料油を指す。航空機に搭載するためには、
原料および製造方法により決められた割合以下で化石由来のジェット燃料と
混合する必要がある。Neste社製のニートSAFは50%まで混合することが可能。

ΞϯϞχΞࠞমのຊ֨Խʹ͚ͨαϓϥΠνΣʔϯߏஙへの取組み

SAFへの取組み

航空機への混合SAF給油までのサプライチェーン構築

ジェット燃料と混合

海上輸送 海上輸送

富士石油(袖ケ浦) 中部国際空港

ニートSAF製造・出荷

製油所
Neste社（フィンランド）

国内の混合施設 ハイドラント給油共同貯油タンク

ジェット燃料

ブレンド

2022年度実施 国土交通省『輸入ニートSAFモデル実証事業』
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SUSTAINABILITY MANAGEMENT

重要課題
サステナビリティマネジメント

当社は、社会の一員としての責任を果たすため、ＥＳＧの諸課題に対して取組みを実行しています。「安全の確保と地球環境の
保全」、「ステークホルダーとの共存共栄」は当社の企業理念として実践するところであり、今後ともSDGsが目指す持続可能な
社会の実現に貢献できるようESG視点での事業活動に努め、企業価値の向上を図っていきます。

区分 重要課題 　　　　  取組み内容 関連SDGs モニタリング指標および具体的活動等 参照ページ

E ・環境負荷低減
・廃棄物の削減

・環境にやさしい製品供給 ・ガソリン・軽油のサルファーフリー化（硫黄分10ppm（質量）以下）
・バイオETBEの活用  P29参照

・地球温暖化対策 ・CO2排出量（Scope1・2、Scope3）
・太陽光発電（富士臨海）

P29-30、
P36参照

・大気汚染防止
・SOx排出量
・NOx排出量
・ばいじん排出量

 P31参照

・水質汚濁防止、水資源の節約
・冷却水の再循環率
・COD排出負荷量
・全窒素排出負荷量

 P31-32参照

・廃棄物の削減
・リサイクル対策

・産業廃棄物最終処分量
・産業廃棄物最終処分率  P32参照

S

・エネルギーの安定供給
・労働安全衛生

・安全衛生・保安管理の充実

・安全衛生・保安管理システムによる継続的改善
・安全の日（事故を風化させない取組み）
・新技術の活用（デジタル関連）
・無事故・無災害キャンペーン
・KY（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット活動
・安全作業指導員制度による現場パトロール
・労働災害度数率、労働災害強度率

P27-28参照

・緊急時の対応
・地元消防本部・共同防災との訓練
・全社総合防災訓練
・総合BCP訓練、津波防災の日訓練

P27-28、
P35参照

・ステークホルダーとの
共存共栄

・地域社会への貢献
・袖ケ浦市との「災害時における消防車両等への燃料供給に関する協定」
・清掃活動
・地域行事への積極的参加

 P35参照

・海外技術協力 ・産油国政府の環境関連職員等視察団との意見交換  P32参照

・生物多様性の保全 ・ちば環境再生基金  P35参照

G
・ガバナンス ・コーポレート・ガバナンスの実践 ・取締役会実効性評価  P42-44参照

・コンプライアンス ・コンプライアンスの推進 ・企業倫理委員会諸活動
・ヘルプラインの設置 P44参照

取組み体制　
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SAFETY

安全環境に係る基本方針

石油製品等のエネルギー資源の安定供給を継続していくには、無事故・無災害で安全操業に十分配慮しつつ、常に環境保全
意識を持ち続け、自主的・積極的に環境問題に取り組む必要があります。当社は、経営資源を適切に配分し、働く人の健康・安
全を最優先に確保するという基本姿勢のもと、「安全の確保と地球環境の保全」を企業理念に掲げています。また、本社と製油
所が一体となり具体的な安全環境活動を推進するために、２０２３年度安全環境基本方針を以下の通り掲げています。

袖ケ浦製油所では大量の危険物・高圧ガスを取り扱っており、災害発生防止のため、運転監視、現場パトロール、設備
点検、検査、補修、安全教育等を実施しています。また、袖ケ浦製油所操業に係る安全衛生方針、保安管理方針を策定し、

「2023年度 安全衛生・保安管理計画」のＰＤＣＡサイクルを回すことで継続的な改善を図っています。

当社では、働く人の健康・安全を最優先に確保するという基本姿勢のもと操業しています。過去５年間の袖ケ浦製油所構
内で発生した労働災害の発生頻度を表す度数率と災害の重さの程度を表す強度率※1は下図の通りです。

2022年度は、無事故・無災害キャンペーンの展開、KY（危険予知）活動、ヒヤリ・ハット活動、安全作業指導員制度による現
場パトロール等の安全活動に取り組み、更に労災事例の周知や周りの人へ一声掛ける安全活動などにより労働災害の撲滅
に努めています。従業員が働く現場における不安全な状態と不安全な行動を発見する能力向上等を通じて、引き続き安全衛
生マネジメントシステムの継続的な改善に取り組んでいきます。

２００３年に発生した北海道での浮屋根式屋外貯蔵タンクの火災事故を教訓に、
石油コンビナート等災害防止法が改正され、直径３４ｍ以上の浮屋根式タンクを
持つ事業所は大容量泡放射システムを備え付けることが義務付けられています。

当社を含めた近隣の配備対象５事業所により「京葉臨海中部地区共同防災協議
会」を組織し、各事業所と連携を図り、当社中袖石油備蓄基地に共同配備し緊急時
対応訓練を定期的に実施しています。更に２０２２年度には設備の更新を行い、大
規模災害発生時にも対応できるようになっています。

当社では、安全防災に努める趣旨で１０月１６日を「安全の日」と定めています。「安全の日」には、社長訓話、総合防災訓練
に加え、事故を風化させない取組みとして過去に袖ケ浦製油所で発生した事故に関する展示、外部識者による「安全の日 
講演会」を実施し、保安防災意識の向上に努めています。

労働災害の発生状況

社長訓話 総合防災訓練 安全の日講演会

大容量泡放射システムによる実放射訓練

※1 度数率と強度率は、厚生労働省が災害の発生状況を評価する際に使用している指標
度数率（災害の発生頻度）＝労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間数×1,000,000
強度率（災害の重さの程度）＝延べ労働損失日数÷延べ実労働時間数×1,000

度数率 強度率

安全への取組みの全体像

労働災害発生状況　

大容量泡放射システム共同配備　

安全の日、事故を風化させない取組み　

全役職員は、
● 安全の確保・地球環境の保全が最も重要な経営課題であると認識し、経営層の強いリーダーシップのもと、安全環境文化の更なる醸成を図るととも
に、当社従業員ならびに協力会社従業員の教育訓練等を更に推進し、協力会社と一体となって安全環境意識の一層の高揚を図る。

● 法令遵守のもと、無事故・無災害・徹底した環境負荷低減活動に努める。
● IoT・AI等のデジタル技術他先進テクノロジーを積極的に活用すること等を通じて、自主保安力を確保・向上させることで重大事故ゼロ・労働
災害ゼロを達成する。

●リスクアセスメントの一段の高度化に向け体制を整備し、事業に潜在するリスクを網羅的に特定し、分析・評価することでリスクの低減に努
めるとともに、事故や自然災害の発生に備えた事業継続能力の強化を図る。

● 省エネルギーへの取組みを一層深化・加速させ製油所の低炭素化を推進するとともに、アンモニアの活用や次世代バイオ燃料の製造など
地球環境に係る中長期的課題解決に向けた取組みの着実な進展を図る。

当社では、新技術の導入を通じて安全性と効率化を追求し、継続的に保安レベルを向上させるための取組みを行っています。
例えば、バルブの不具合を早期に検知する診断システムを導入することにより、突発故障に至る前に予兆を検出しています。また
ドローンを活用した煙突の内部点検や地震発生後のオフサイト点検を実施しています。

更に無線計装を積極的に導入し、現場の監視強化
や袖ケ浦製油所の設備稼働状態の見える化を進め
安全操業と保全効率の向上を図っています。この取
組みが高く評価され、2020年には無線計装推進団
体（ISA100WCI）からExcellence In Automation 
Awardを受賞しました。

当社は、首都直下地震等巨大地震に備え、石油製品の安定供給責任を果たすため
に事業継続計画（ＢＣＰ：Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ Ｐｌａｎ）を制定しています。２０１４年
度からは、ＢＣＰの実効性を高めることを目的に「総合ＢＣＰ訓練」を毎年実施してお
り、２０２２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、ＷＥＢシステムを
活用した訓練を実施しました。

また、津波防災の日には、非常用発電機の試運転、ドラム缶出荷設備取扱い訓練、
衛星電話の通話テスト等を行い、巨大地震等に備えています。

新技術の活用　

地震・津波対策　

所内設備に取り付けられた無線センサー ドローンによるオフサイト点検

総合ＢＣＰ訓練

ドラム缶出荷設備取扱い訓練
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ENVIRONMENT

当社の企業理念である『安全の確保と地球環境の保全』の「安全」には、袖ケ浦製油所の操業の安全だけではなく、「安全な
製品を供給する」との意味も込めています。また、地球環境全体に配慮した企業になるとの意味も込められており、使用時に環
境負荷が少ない石油製品の供給に取り組んでいます。サルファーフリー化されたガソリンおよび軽油（硫黄分１０ppm(質量)
以下）を法規制に先駆けて供給を開始するなど、硫黄酸化物(ＳＯｘ)、窒素酸化物(ＮＯｘ)、粒子状物質(ＰＭ)の排出量低減に
努めてきました。

また、地球温暖化防止に向けた政府の施策に対応し、植物由来のバイオエタノールと石油系ガスのイソブテンで合成した
「バイオＥＴＢＥ」を配合したレギュラーガソリン、プレミアムガソリン（ハイオクガソリン）の供給を行っています。

区分 カテゴリ CO2排出量
（t-CO2） 比率（％）

Scope3 上流 1 購入した製品・サービス 2,072,713 10.88

2 資本財 36,788 0.19

3 Scope1,2に含まれない燃料 9,096 0.05

4 輸送・配送（上流） 37,255 0.20

5 事業から出る廃棄物 7,236 0.04

6 出張 91 0.00

7 雇用者の通勤 298 0.00

8 リース資産（上流） － －

Scope1,2 自社の排出量 1,423,540 7.48

Scope3 下流 9 輸送・配送（下流） 522,715 2.74

10 販売した製品の加工 － －

11 販売した製品の使用 14,418,966 75.69

12 販売した製品の廃棄 520,902 2.73

13 リース資産（下流） － －

14 フランチャイズ － －

15 投資 － －

合計 19,049,600 100.00

当社は石油精製／販売事業を行っており、製油所の操業に伴うCO2排出量（Scope1＋Scope2）と比較して、原材料であ
る原油の生産時や当社の製品をお客様が使用する際のCO2排出量（Scope3）が非常に多いという特徴があります。当社で
は、2050年のカーボンニュートラル社会実現に向けて2021年5月に策定した第三次中期事業計画において、2030年度に
は自社事業で排出する年間CO2排出量（Scope1＋Scope2）を2014年度と比較して20%以上削減することを目指してお
り、更に長期において、2050年度には自社事業で排出するCO2をネットゼロとすることを目指すとともに、供給する
エネルギーの低炭素化を図ることとしています。

2021年度の温室効果ガス排出量については、これまで算定してきた「地球温暖化対策の推進に関する法律（温対法）」に
基づくCO₂排出量の報告数値に加え、温室効果ガス（GHG）プロトコルに基づき、製油所からのCO₂排出量のみならず、サプ
ライチェーン全体の温室効果ガス排出量を算定しました。2021年度のサプライチェーン温室効果ガス排出量の算定結果
は下図の通りです。

当社はエネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づき、石油精製工程における燃料・電力・蒸気等のエネルギーの消
費に伴い発生するCO2排出量を定期的に報告しています。CO₂排出量の年度ごとの推移は下図に示す通りとなっており、継
続的な省エネルギー活動及び投資の推進によりCO₂排出量削減に努めています。

バイオETBE配合量推移
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環境への取組みの全体像

サプライチェーン温室効果ガス排出量　安全環境に係る基本方針

袖ケ浦製油所操業に伴うＣＯ２排出量　

Scope別CO2排出量

（注）本表の自社排出量（Scope1，2）は温室効果ガス（GHG）プロトコルに基づき算出しており、前述のCO2排出量推移の実績値とは算出方法が異なる。
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袖ケ浦製油所のボイラーや加熱炉などから発生する大気汚染物質とされる硫黄酸化物（ＳＯｘ）、窒素酸化物（ＮＯｘ）、ばいじん等の排
出を抑制するために各種の環境対策を行っており、精製過程で除去された硫黄分は液体硫黄として回収し、製品として出荷しています。
窒素分は液化アンモニアとして回収し、製油所のボイラーにて原油由来の燃料と混焼させる実験を継続しています。またボイラーの排
ガスに含まれるNOxは排煙脱硝装置により処理しています。

また、袖ケ浦製油所内で発生する各廃水は、微生物水処理装置、凝集沈殿処理装置、活性炭吸着処理装置で処理し、ＣＯＤ
（Chemical Oxygen Demand：化学的酸素要求量）、全窒素、全りん、浮遊物質等を総量規制値より十分低い負荷量に低減し、放流して

います。更に当社は千葉県から工業用水を受け入れ、機器の冷却等に使用していますが、全冷却使用量の９６％以上を再循環使用し、
水資源の節約に努めています。

袖ケ浦製油所で発生する産業廃棄物としては、排水処理汚泥、廃油、スラッジ、廃触媒、廃酸、廃アルカリ、保温屑、金属屑
等があります。石油連盟は産業廃棄物最終処分量（産業廃棄物の再資源化ができず埋立処分した量）を２０２５年度におい
て２０００年度比９６％削減、更に最終処分率１％以下（ゼロエミッション）を維持·継続するという目標を掲げ活動中ですが、
当社は産業廃棄物の減量化と再資源化に向けた努力の結果、２０１２年度から最終処分率０％を継続しています。

２０１５年より、産油国政府および海外の石油・ガス会社の環境関連職員等で構成される視察団が袖ケ浦製油所を訪れ、
袖ケ浦製油所の環境対策施設を見学するとともに、当社環境担当者との環境負荷低減に向けた取組みに関する意見交換
を通じて、環境保全に対する知見を深めています。２０２０年、２０２１年は新型コロナウイルス感染症のため世界各国からの
参加者によるリモートでの情報交換・意見交換を行いましたが、２０２２年度は袖ケ浦製油所にて開催しました。

海外技術協力　

SOx排出量推移

ばいじん排出量推移

全窒素排出量負荷推移

NOx排出量推移

COD排出負荷量推移

排水処理装置概略フロー図

年度
産業廃棄物最終処分量

（t）

最終処分率

（％）

2018 0 0.00

2019 0 0.00

2020 0 0.00

2021 0 0.00

2022 0 0.00

ENVIRONMENT

大気·水質汚染防止　

産業廃棄物対策　

安全環境に係る基本方針

生活排水

プロセス
廃水

一般排水

生物処理

受槽

凝集沈殿
処理装置

脱水処理

ろ過処理
活性炭吸着処理

排水

汚泥再資源化

生物処理

生活排水

プロセス

一般排水

生活排水

生物処理生物処理
プロセス
廃水

一般排水

受槽

プロセス
廃水

一般排水

生物処理

受槽

凝集沈殿
処理装置
凝集沈殿
処理装置

生物処理

凝集沈殿
処理装置

生物処理

凝集沈殿
処理装置

活性炭吸着処理

排水

汚泥再資源化

活性炭吸着処理

汚泥再資源化

ろ過処理
活性炭吸着処理

処理装置

脱水処理

処理装置

脱水処理

処理装置

脱水処理

処理装置

汚泥再資源化
硫黄回収装置

ＣＯボイラー排煙脱硝装置

10号ボイラー発電所の乾式電気集塵機
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売り手
（原材料サプライヤー）

▶各国の排出規制強化・
炭素税導入による原
油の供給量の減少、
権益の座礁資産化

買い手
（顧客）

▶EVの普及によりガソリ
ンの需要が減少

▶脱炭素への意識が向上
し、石油由来の原料で
作ったプラ製品の利用
が減少

▶顧客企業における再エ
ネや脱炭素燃料の導入
が進み、石油製品の需
要が減少

▶環境負荷低減に向けた
製品・サービス・技術開
発へのニーズが高まる

政府
▶野心的な排出削減目標

の達成に向けて、再エネ
普及・電化政策を推進

▶再エネ・脱炭素燃料へ
の補助金・インセンティ
ブが増加

▶炭素税の導入
▶内燃機関車の販売規制

導入・燃費規制の強化
▶石油由来のプラスチッ

ク製品利用に関する規
制の導入

■■：対応の方向性

新規参入者
▶再エネ等に強みを持つベンチャー等が参入

業界
▶製油所の低炭素化
▶炭素税の導入によるコスト負担の増加、他エネルギ

ーとの価格競争力の低下、石油製品販売量の減少
▶炭素税の導入により、再エネ事業等への投資が増加
▶資金調達難による資金調達コストの増加

売り手
（エネルギー等）

▶化石燃料使用比率の
低下

▶再エネ比率の増加
再エネ関連への投資 脱炭素ビジネスへの参入

石油業界

連携強化（アライアンス、M&A等）

連携強化（アライアンス、M&A等）

製油所の低炭素化

代替品
▶再エネや脱炭素燃料が普及
▶EV普及により電力需要が増加

脱炭素ビジネスへの参入
補助金等の活用

脱炭素燃料関連のサプライヤ
ーとの連携強化

環境負荷の低い調達先への転換

RESPONDING TO TCFD RECOMMENDATIONS

TCFD提言への対応（気候変動対応）
シナリオ群の定義

リスクと機会 事業インパクト評価

今後の取組み

当社は2021年7月に気候関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on Climate-related Financial Disclosures、以下TCFD）提言に
賛同しました。また、環境省が実施した「令和3年度TCFDに沿った気候リスク・機会のシナリオ分析支援事業」に応募し、支援対象企業に選定さ
れました。TCFD提言における要求項目の内、「戦略」項目について推奨されるシナリオ分析に関して、リスク重要度の評価・シナリオ群の定義・
事業インパクトの評価等を行い、今後の方向性を検討しました。今後、シナリオ分析を深めて、当社の経営戦略に活かすとともに、TCFDの提言
に基づき積極的に情報開示を進めていきます。

当社は、シナリオ分析の前提として、2050年時点における気温上昇について、4℃および1.5℃シナリオを　　　　　　　　　　選択し、リスク重要度の評価および事業インパクト評価並びに対応策の定義について検討しました。

低炭素化・脱炭素化は
推進されず、物理的リス
クが高まる

今後はシナリオ分析の結果を踏まえ、現状の事業戦略に
追加すべき要素の検討、リスク・機会に関する定期的なモニ
タリング・シナリオ分析高度化推進のための体制構築に関す
る検討に取り組んでいきます。

また、長期的には、シナリオ分析の継続的な実施と高度
化、対応策の具体化と事業戦略への反映、ステークホルダー
の皆様からのフィードバックを踏まえた開示内容の拡充を進
めていくことで、企業価値の向上により一層努めていきます。

脱炭素への外圧が強ま
る中で、製油所の低炭
素化や脱炭素燃料への
転換が進む

タイプ 大分類 小分類 想定される事業へのインパクト 重要度リスク 機会

移行

政策/規制 炭素税等の炭素
価格の導入

・炭素税等の導入によるコストの増加
・上記コストの増加に伴う石油製品需要の
  減少等による売上の減少

̶

େ

技術 技術の進展 ・EV技術や省エネ技術の更なる進展による
  石油製品需要の減少

・最先端省エネ技術の導入によるエネルギー
  効率の更なる向上
・脱炭素技術の導入と合成燃料等の供給

市場と評判 顧客行動/
製品需要の変化

・環境配慮意識の高まりによる石油製品需要
  の減少（EV普及、再エネ導入拡大、石油由来
  のプラスチックの使用減少等）

・環境負荷の低いエネルギーの需要拡大（再
  生可能エネルギー、アンモニア、水素、バイオ
  燃料、合成燃料等）
・廃プラ油化等によるケミカルリサイクル製品
  の需要拡大

物理 急性 自然災害の激甚
化・頻発化

・自然災害の激甚化・頻発化による生産設備
  の稼働率の低下と補修等に要するコストの
  増加

・災害発生時における液体燃料の有用性（可
  搬性、貯蔵の容易性、機動性）が再評価され
  ることによる燃料油需要の増加

項目 インパクトの概要
インパクト

4℃ 1.5℃
2050年 2030年　　　　2050年

製品需要の変化 　石油製品の需要の変化に伴う、当社石油製品販売量の変動 ＋ ▲　　　　　　　▲
　環境負荷の低いエネルギーの需要拡大（バイオ燃料、水素、合成燃料） N/A + 　　　　　　　+

コストの増加
　炭素税等の炭素価格の導入に伴う、自社事業から排出されるCO2に係る
　コストの増加 N/A ▲　　　　　　　▲

　自然災害の頻発化に伴う、保険料の増額 ▲ ▲　　　　　　　▲

：拡大　　　　：縮小

■■：対応の方向性石油業界

製油所の高稼働継続、
石油製品販売量の維持

補助金等の活用
（主に物理的リスクに関して政府

と積極的に連携）

買い手
（顧客）

▶EV等の普及が進まず、内
燃機関車用燃料の需要が
継続

▶低炭素・脱炭素の意識が
向上せず、石油由来原料
で作ったプラ製品の利用
が継続

▶石油製品のユーザー企業
における再エネや脱炭素
燃料の導入は限定的

▶物理的リスクの高まりによ
り、災害時に有用なエネル
ギーとして石油が再評価

政府
▶低炭素・脱炭素への外

圧は2℃/1.5℃ほど強ま
ることはなく、炭素税は
導入されない

▶内燃機関車販売規制が
導入されず、燃費規制も
大きくは強化されない

▶海面の上昇や水ストレ
スの増加に伴い、補助金
が整備

▶石油由来のプラスチッ
クの利用に関する規制
は導入されない

新規参入者
▶新規参入者は想定しない

業界
▶従来通りの省エネ・再エネ施策を推進
▶製油所・事業所・物流に対する物理的リスクが

顕在化
▶防災に要するコストや、被災した場合の復旧コスト

が増加
▶サプライチェーンが寸断されることで、調達コスト

が増加
災害対策による製油所のレジリエンス強化　保険の付保

代替品
▶再エネや脱炭素燃料（水素・アンモニア・バイオ燃

料、合成燃料等）の普及は限定的

売り手
（原材料サプライヤー）

▶炭素税の導入は進まず、
足元の原油供給が継続

▶自然災害が激甚化・頻
発化し、サプライヤーの
拠点に物理的リスクが
顕在化

調達先の多様化

売り手
（エネルギー等）

▶再エネの需要は一定増
加するが、コストは高い
まま

▶化石燃料への依存は継続

シナリオの前提

気温上昇4℃の世界観 2050年代 気温上昇1.5℃の世界観 2050年代

損益へ与えるインパクトがプラス（＋）またはマイナス（▲）
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当社は企業理念でもある「ステークホルダーとの共存共栄」を目指し、地域の一員として地域行事に積極的に参加するなど地域
との相互理解を深めるとともに、袖ケ浦市の各種協議会、審議会のメンバーとして地域の経済振興や発展に協力していきます。

袖ケ浦市臨海地区清掃への参加（年間４回）や自主企画清掃活動の
実施（年間１回）などのボランティア清掃を実施しています。また、地域行
事（夏祭り、神社例大祭等）へ積極的に参加し、各地区役員や地域の消
防団との交流を通し、地域とのコミュニケーションを深めています。

日本オイルエンジニアリング株式会社（JOE）では、石油・天然ガス開発分野で長年にわたり培ってきた経験、知識・技術を活かし、脱
炭素社会の実現に様々な形で貢献しています。 
特にCO2を分離回収し地中に貯留するCCS技術分野や、CO2を石油・ガスの増進回収に利用するCO2-EOR/EGRを含むCCUS分野

で多くの実績を有しています。具体的にはCO2の分離回収技術、その輸送および設備に係る調査・研究や、地中でのCO2の挙動シミュ
レーションや漏洩モニタリング技術の調査・研究など各種スタディ・研究開発を行い、国内外で多くの関連研修を実施しています。 
また、地熱開発分野においても、熱水の貯留分析や熱減退のシミュレーションを実施するなど、貯留層シミュレーション技術を応用

した脱炭素技術の研究開発を進めています。更に洋上風力・地熱発電施設に対する環境影響評価・HSEシステム構築、石油施設のフ
レアガス削減計画策定支援や大気汚染調査の実施等、多方面で地球環境の保全・環境負荷低減に貢献しています。 

富士臨海株式会社では、2014年6月より当社の中袖基地内の遊休地を活用
して太陽光発電事業（発電能力：1MW）を行っています。これにより、クリーンな
エネルギー供給を行い、環境負荷低減に貢献しています。

CCSのイメージとJOEの貢献可能分野

２０１９年９月の台風１５号の際には袖ケ浦市内で大規模停電が発
生し、市内の給油取扱所において緊急車両等への給油が困難となる
状況に陥りました。
今後同様の災害が発生した際に、災害時の緊急車両等への燃料供
給体制の確保のため、袖ケ浦市と当社製油所は２０２０年３月２６日に
「災害時における消防車両等への燃料供給に関する協定」を締結し
ました。また、同協定に基づいた給油訓練を同年７月に実施し、以降、
毎年、実施しています。

千葉県の自然環境の保全や再生のために使用される「ちば環境再
生基金」への募金を毎年継続して行っています。
また、当社社員が持ち寄った児童書161冊を袖ケ浦市の公立保育
所のために寄贈するなどの地域貢献活動も行っています。
その他、地域の安全や連携への貢献に対して管轄警察署から感謝
状を頂いています。

ちば環境再生推進委員会から表彰

当社グループ会社におきましても、脱炭素社会への取組み強化の一環として、有している経験、知識・技術、資産を活かして、
さまざまな環境への取組みを行っています。

地域社会との関わり グループ会社の環境への取組み

基本的な考え方　 基本的な考え方　

設備・環境分野

分離・回収設備の検討
設備コスト検討
モニタリング計画
環境影響評価　etc.

CCS　: Carbon dioxide Capture and Storage（二酸化炭素回収・貯留） 
CCUS : Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage（二酸化炭素回収・利用・貯留）

石油・ガス開発の技術・経験を活かし脱炭素社会実現に貢献

太陽光発電によるクリーンなエネルギー供給

RELATIONS WITH LOCAL COMMUNITIES ENVIRONMENTAL INITIATIVES OF GROUP COMPANIES

  地域貢献活動

  災害時における貢献

  募金・寄贈活動等

地質・貯留層分野

坑井配置の最適化
圧入・貯留挙動の予測
漏洩リスクの評価　etc.
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HUMAN RESOURCES

人財

当社の中長期的な企業価値向上および持続的成長のために、公平性を担保した上でさまざまな人財や価値観を積極的
に取り入れ、多様な人財が心身ともに健康でいきいきと活躍することが重要であると認識しています。こうした中で、2019
年度から2020年度にかけて全面改定した新たな人事制度や人財育成制度等のもと、より一層生産性を向上しつつ、企業理
念でもある「活力に満ちた働きがいのある職場」の実現に向けて取り組み、サステナブルな経営を目指していきます。

複線型人事制度 求められる業務に応じた３つの職群（ゼネラリスト・エキスパート・アシスタント）を設定

役割等級制度 各職群において求められる役割に基づく等級を定め、等級ごとに応じた役割、評価項目・基準を定義
その上で評価を実施し、報酬・昇降格などを決定

職群転換制度 多様なキャリア形成、新たなチャレンジ機会創出などを目的に、希望者の能力、意思等を適正に確認した
上で職群を転換する制度を設置

これらに加え、シニア従業員の経験を活かし、当社の貴重な戦力として一層活躍できるように、それぞれの役割や経験・能
力・意欲に応じた処遇を詳細に設定するとともに、ライフスタイルに合わせた柔軟な働き方が選べるような制度を導入してい
ます。また、人事評価では公平・公正な評価基準を設定・運用し、従業員へのフィードバック・成長促進などを通じて、人事制度
や人財育成等に適正に反映させていきます。

仕事と育児、介護、自己啓発等の両立を図るべく導入したフレックスタイム制度および法定以上に拡充した育児・介護休業制度の活用を
推進しています。また、多様な働き方を実現すべくテレワーク制度やデジタル技術の幅広い利活用等を通じたワークライフバランス向上に
も努めています。

育児休業 原則として子が1歳到達までの間取得可能

育児短時間勤務 子が小学校1年生の年度末になるまで短時間勤務を選択可能

介護休業 365日まで取得可能

有給休暇の積立て
従業員の業務外傷病のほか、家族の介護、子の養育、ボランティア活動などの目的に、有給休暇の未消化
分を最大25日間積立て・使用可能

障がい者雇用の推進
障がいを有する従業員の特性に応じた配置や合理的配慮のみならず、産業保健スタッフ（産業医、嘱託医、保健師等）の相談体制の拡充、通

院等を考慮した休暇日数の増加等の対応を実施しています。

多様性を認め合う職場作りのための研修プログラム
当社は多様性を認め合う職場作りを目指して、以下の要素を取り入れた多くの社員研修を継続的に進めています。

コミュニケーションスキルの向上 様々なバックグラウンドを持つ社員間の円滑なコミュニケーションを促進するために階層ごとにコミュニ
ケーション研修を実施

多様性を尊重した
リーダーシップ 多様性を尊重するリーダーシップスタイルを育成するためにリーダー層にトレーニングを実施

シニアのキャリア自律 シニア従業員として人生の転機をどのように乗り越え・進んでいくのかなど、将来のキャリアを意識付け
る研修を実施

キャリア採用者の円滑な就業
キャリア採用者が、早期に職場に慣れ、能力を存分に発揮できるよう、当社の企業理念や歴史も含めた
石油業界の基礎知識を習得できるオンボード研修を実施

女性の活躍推進に向けて
女性の活躍は企業の持続的成長に不可欠であるとの認識のもと、製造現場を含めたすべて

の職場に女性社員を配置し、女性の次世代管理職候補者の育成等の施策を実施しています。
また、女性が活躍できるための環境を整備するため、日々の困りごとや好事例の展開などに

関し、社内のみならず同業他社の方々とも意見交換を行う機会を設けています。その場で出さ
れた意見・提案等は、女性社員が所属する部門だけでなく人事部にも共有され、制度変更など
の各種対応の参考としています。
その他、以下をはじめとする研修などを行っています。

キャリア支援プログラム 女性のキャリアをサポートするためにリーダーシップやマネジメントスキルの習得を目的とした外部研修
に派遣

ワークライフバランスの重視 家庭と仕事を両立しやすい環境を整える研修を実施

ハラスメント防止トレーニング 職場における安心感を高めるために、ハラスメント防止の研修を継続的に実施

これらの活動を継続しつつ、当社は女性活躍推進法の行動計画に基づき、2025年度の採用者に占める女性比率を30％以上とするこ
と、管理職を1名以上登用することを目標に掲げています。女性管理職については、既に目標を達成していますが、引き続き管理職、経営
幹部クラス等上位職位への登用を目指します。

厳しい事業環境の中、企業理念の実現に向けて経営戦略を実行し、会社および従業員が継続的に成長するためには従業員
一人ひとりが主体的に動く自律型人財が必要との認識のもと、「期待する人財」像を明確にして、社内への浸透を図っています。 

共有・貢献 企業理念、企業行動憲章、経営ビジョン等を理解・共有し、組織の目標達成に貢献する人財

自律・挑戦 広い視野を持ち変化を察知し、自らなすべきことを考え、失敗を恐れずチャレンジし、熱意を持って
最後まで諦めずに実行できる人財

高い人間性 規律性および高い倫理観を有し、互いの個性・価値観を尊重し思いやりを持って協働できる、高い人
間性の人財

専門性・技術力 自らの成長を希求し、高い専門性・技術力を備えた人財

当社ではこうした人財を育成するため、職群や階層に応じた研修制度を設けています。常に適切な研修機会を提供しつ
つ、経営層、各職場、従業員等から幅広い意見を取り入れ、継続的に制度の改善を図っています。また、テクニカルスキルだ
けでなく、組織力を一層向上させるために必要なノンテクニカルスキル向上にも取り組んでいます。 

人事制度・人事評価　

多様性への取組み　
育児介護制度等

期待する人財・人財育成　

・石油精製事業の競争力強化
・イノベーションの創出
・ワークライフバランスの充実
・多様な人財の活躍

期待する人財

育成方針
組織目標

人財育成
教育研修
自己研鑽支援
キャリア開発

人事制度
複線型
役割等級
職群転換
シニア活用

人事評価

多様性への取組み

公平・公正な評価
基準の設定・運用
フィードバック

期待する人財

育成方針
組織目標

人財育成
教育研修
自己研鑽支援
キャリア開発

人事制度
複線型
役割等級
職群転換
シニア活用

人事評価
公平・公正な評価
基準の設定・運用
フィードバック

企業理念
活力に満ちた
働きがいのある

職場

サステナブルな経営の実現

企業理念の実現に向けて　

期待する人財

人事制度
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DIRECTORS, AUDIT & SUPERVISORY BOARD MEMBERS, AND EXECUTIVE OFFICERS

役員一覧
取締役　(2023年6月28日現在) 社外取締役　(2023年6月28日現在)

執行役員　(2023年6月28日現在)監査役　(2023年6月28日現在)

ハーリド・サバーハ
1992年  11月クウェート石油公社入社
2009年　８月同社船舶燃料油販売部長
2013年　９月  同社ナフサ/燃料油/LPG販売部長 兼 LNG交渉委員会委員長
2017年　８月同社企画部長
2017年  10月  同社国際販売担当デピュティ・マネージング・ダイレクター
2019年　６月当社社外取締役（現）
2022年  11月  クウェート石油公社国際販売担当マネージング・ダイレクター（現）
2022年  11月  クウェート・オイル・タンカー・カンパニーCEO代行（現）

社外取締役

岩本 　巧
1984年　４月旧富士石油株式会社入社
2011年　６月同社袖ケ浦製油所総務部長
2013年　４月  当社IR・広報部担当部長 兼 法務・コンプライアンス部担当部長

兼 総務部担当部長
2013年  10月 当社総務部担当部長（IR・広報グループ担当）
2015年　７月当社理事企画部長
2017年　６月当社取締役企画部長
2018年　６月日本オイルエンジニアリング株式会社取締役（現）
2019年　６月当社取締役
2021年　６月当社常務執行役員
2023年　６月当社取締役常務執行役員袖ケ浦製油所長（現）

取締役　常務執行役員
（袖ケ浦製油所長）

渡邊 厚夫
1989年　４月通商産業省（現 経済産業省）入省
2014年　７月復興庁統括官付参事官
2016年　７月経済産業省大臣官房福島復興推進グループ参事官
2017年　７月同省大臣官房政策評価審議官
2018年　７月農林水産省大臣官房輸出促進審議官
2019年　７月内閣府知的財産戦略推進事務局次長
2021年　８月退官
2021年  11月 当社参与
2022年　６月当社執行役員袖ケ浦製油所副所長（総括）
2023年　６月当社取締役執行役員（現）

取締役　執行役員
（企画部・安全環境室担当）

寺尾 健一 常務執行役員
（人事部担当）

石塚 俊哉 執行役員　（袖ケ浦製油所副所長（工務部・安全環境
部・ＴＰＭ推進室担当）兼ＴＰＭ推進室長）

平野 雅洋 執行役員
（企画部長）

中山 元宏 執行役員
（総務部長）

津田 雅之
1985年　４月日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行
2012年　４月株式会社日本政策投資銀行審査部長
2014年　６月同行執行役員人事部長
2017年　６月同行常務執行役員
2019年　６月当社取締役
2021年　６月当社取締役執行役員
2023年　６月当社取締役常務執行役員（現）

取締役　常務執行役員
（経理部担当）

山本 孝彦 常務執行役員
（業務部担当）

比佐 　大 執行役員
（生産管理部長）

今井 大樹 執行役員
（袖ケ浦製油所製造部長）

山本 重人
1981年　４月旧富士石油株式会社入社
2012年　７月同社業務部長
2013年　７月同社理事業務部長
2013年  10月 当社理事業務部長
2014年　６月当社取締役業務部長
2017年　６月当社常務取締役
2020年　６月当社専務取締役
2021年　６月当社代表取締役社長社長執行役員（現）

代表取締役社長
社長執行役員 川畑 尚之

1983年　４月旧富士石油株式会社入社
2012年　１月同社袖ケ浦製油所工務部長
2013年  10月 当社袖ケ浦製油所工務部長
2015年　７月  当社理事袖ケ浦製油所副所長 兼 工務部長
2017年　６月当社取締役袖ケ浦製油所副所長
2019年　６月当社取締役
2021年　６月当社常務執行役員
2023年　６月当社代表取締役常務執行役員（現）

代表取締役　常務執行役員
（技術部・人財育成部担当） 佐藤 　良

1981年　４月住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社
2000年　８月同社農業化学品研究所研究グループマネージャー
2008年　１月住友化学株式会社農業化学品研究所長
2009年　４月同社理事農業化学品研究所長
2010年　４月同社理事農業化学業務室部長
2011年　４月同社執行役員
2014年　４月同社顧問
2014年　４月田岡化学工業株式会社顧問
2014年　６月同社代表取締役社長
2021年　６月同社相談役
2023年　６月当社社外取締役（現）

社外取締役

藤澤 知穂 常勤社外監査役

1983年　４月東京電力株式会社（現東京電力ホールディングス株式会社）入社
2007年　７月同社燃料部石炭グループマネージャー
2010年　７月同社燃料部燃料統括グループマネージャー
2011年  10月 同社燃料部部長代理
2015年　７月  同社福島本部（福島復興電源建設プロジェクトインフラ担当）

兼フュエル＆パワー・カンパニー
2016年　４月  東京電力ホールディングス株式会社福島本部（福島復興電源建

設プロジェクトインフラ担当）兼 東京電力フュエル＆パワー株
式会社経営企画室

2017年　７月常磐共同火力株式会社入社
2018年　６月同社取締役
2023年　６月当社常勤社外監査役（現）

富井 　聡 社外監査役

1985年　４月日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
2009年　６月株式会社日本政策投資銀行企業ファイナンスグループ長
2010年　５月同行執行役員企業ファイナンスグループ長
2011年　６月同行常務執行役員企業ファイナンスグループ長
2012年　４月同行常務執行役員企業投資グループ長
2012年　６月同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資グループ長
2014年　３月同行常務執行役員投資部門長 兼 企業投資部長
2014年  10月 同行常務執行役員投資部門長
2015年　６月同行取締役常務執行役員投資本部長
2016年　６月株式会社ワールド社外取締役
2019年　４月一般社団法人事業再生実務家協会理事（現）
2019年  10月 株式会社日本政策投資銀行取締役常務執行役員
2020年　６月ＤＢＪ投資アドバイザリー株式会社代表取締役会長（現）
2022年　６月株式会社かんぽ生命保険社外取締役（現）
2023年　６月当社社外監査役（現）

社外監査役金井 睦美
1992年  10月 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
2011年　６月有限責任あずさ監査法人パートナー
2021年　７月金井睦美公認会計士事務所代表（現）
2021年　７月株式会社ノーザ社外取締役
2022年  12月ＪＲ東日本プライベートリート投資法人監督役員（現）
2023年　6月 当社社外監査役（現）

力石 晃一 社外監査役

1980年　４月日本郵船株式会社入社
2003年　４月同社石油製品・LPGグループ長
2006年　４月同社製紙原料グループ長
2009年　４月同社経営委員 兼 製紙原料グループ長
2010年　４月  同社経営委員 兼 パナマックスフリートマネジメントグループ長
2012年　４月同社常務経営委員
2012年　６月同社取締役・常務経営委員
2013年　４月同社代表取締役・専務経営委員
2019年　４月同社取締役
2019年　６月同社アドバイザー（現）
2019年　６月当社社外監査役（現）
2019年　６月株式会社村上開明堂社外取締役（現）
2022年　６月澁澤倉庫株式会社社外取締役（現）

前澤 浩士
1986年　４月出光興産株式会社入社
2010年　７月同社北海道製油所副所長
2013年　４月同社執行役員徳山製油所長
2016年　７月同社執行役員千葉工場長
2017年  10月 同社執行役員千葉事業所長
2018年　７月同社上席執行役員千葉事業所長
2019年　４月同社上席執行役員製造技術本部長
2020年　６月東亜石油株式会社取締役
2020年　７月出光興産株式会社常務執行役員製造技術統括
2021年　６月昭和四日市石油株式会社代表取締役社長
2022年　６月当社社外取締役（現）

社外取締役

ムハンマド・シュブルーミー
2011年　８月サラマー法律事務所入所
2014年　６月ホシャイム法律事務所入所
2017年　６月  サウジアラビア王国政府エネルギー省大臣室リーガル・

アドバイザー
2021年　６月当社社外取締役（現）
2023年　１月  サウジアラビア王国政府エネルギー省大臣室

リーガル・アドバイザー兼ジェネラル・スーパーバイザー（現）

社外取締役

坂本 倫子
2000年　３月最高裁判所司法研修所修了
2000年　４月弁護士登録
2000年　４月北浜法律事務所入所
2003年  10月 柳田野村法律事務所入所
2006年  11月 岩田合同法律事務所入所
2011年　７月同所パートナー（現）
2015年　６月株式会社八千代銀行社外取締役
2018年  12月 株式会社FCE Holdings社外監査役（現）
2019年　６月当社社外監査役
2020年　６月株式会社あらた社外監査役

社外取締役

2021年　６月同社社外取締役（監査等委員）（現）
2022年　６月株式会社スペースシャワーネットワーク社外監査役（現）
2023年　６月当社社外取締役（現）
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CORPORATE GOVERNANCE

基本的な考え方
当社は、株主・取引先・地域住民の方々等広く社会からの
信頼と支持を得られる企業グループとなることを目指し、企
業理念や企業行動憲章を定め、グループ全役職員一丸となっ
てその実践に取り組んでいます。また当社は、持続的な成長
と中長期的な企業価値の向上を図るため、株主・取引先・地
域住民の方々等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅
速・果断な意思決定を行うべく、コーポレート・ガバナンス
の適切な構築・実践を経営の最重要事項のひとつと位置付
けており、以下の5つの原則をその基本としています。
１.株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行
うとともに、株主がその権利を適切に行使することが
できる環境の整備を行い、また、株主の実質的な平等
性を確保します。

２.取引先・従業員・地域住民の方々をはじめとする様々
なステークホルダーとの適切な協働に努めます。

３.当社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・
経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情
報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、

法令に基づく開示以外の情報提供にも積極的に取り組
みます。

４.当社の取締役会は、企業戦略等の方向性を示し、適切
なリスクテイクを支える環境を整備するとともに、経営
陣・取締役への実効性の高い監督を行います。

５.当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目
的とする株主との建設的な対話を積極的に行います。 

取締役会
取締役会は、経営の基本方針、法令・定款に定められた
事項やその他経営に関する重要事項の決定、取締役の職
務執行の監督を行っています。また、社外取締役は、高い
識見と幅広い見地から経営に有益な意見・助言を行うとと
もに、社外の視点から経営の監督に当たっています。2023
年6月28日時点では、社外取締役５名を含む10名の取締
役で構成しており、社外取締役５名のうち４名（前澤浩士氏、
佐藤良氏、ムハンマド・シュブルーミー氏、坂本倫子氏）が
東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に規定す
る独立役員です。

コーポレート・ガバナンス
スキルマトリクス

コーポレート・ガバナンス体制（2023年6月28日現在）

報告 報告

連携

指揮

選定・監督

監督

諮問 報告

意見
陳述

選任・解任 選任・解任 選任・解任

株主総会

監査役会
監査役：4名

（うち、社外監査役4名）
取締役：10名

（うち、社外取締役5名）

常勤取締役・執行役員・常勤監査役
（常勤役員会構成員）

内部監査部

取締役会

常勤役員会

代表取締役社長会計監査人

監査役室 指名報酬諮問委員会
代表取締役社長
社外取締役1名
社外監査役1名

役員 地位・担当 性別
当社が期待する知見・経験

経営戦略 財務会計 法務コンプ
ライアンス

人事人財
育成

技術・製造
IT・デジタル 営業販売 国際性 ESG

取
締
役

山本 重人 代表取締役社長
社長執行役員 男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

川畑 尚之
代表取締役

常務執行役員
（技術部・人財育成部担当）

男性 ⃝ ⃝ ⃝

岩本　巧
取締役

常務執行役員
袖ケ浦製油所長

男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

津田 雅之
取締役

常務執行役員
（経理部担当）

男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

渡邊 厚夫
取締役

執行役員
（企画部・安全環境室担当）

男性 ⃝ ⃝ ⃝

前澤 浩士 社外取締役
（独立役員） 男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

佐藤　良 社外取締役
（独立役員） 男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

ムハンマド・シュブルーミー 社外取締役
（独立役員） 男性 ⃝ ⃝ ⃝

ハーリド・サバーハ 社外取締役 男性 ⃝ ⃝ ⃝

坂本 倫子 社外取締役
（独立役員） 女性 ⃝ ⃝

監
査
役

藤澤 知穂 常勤社外監査役
（独立役員） 男性 ⃝ ⃝ ⃝

力石 晃一 社外監査役
（独立役員） 男性 ⃝ ⃝ ⃝

富井　聡 社外監査役
（独立役員） 男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

金井 睦美 社外監査役
（独立役員） 女性 ⃝ ⃝

執
行
役
員

寺尾 健一 常務執行役員
（人事部担当） 男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

山本 孝彦 常務執行役員
(業務部担当) 男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

石塚 俊哉
執行役員

袖ケ浦製油所副所長
（工務部・安全環境
部・ＴＰＭ推進室担当）
兼 ＴＰＭ推進室長

男性 ⃝ ⃝

比佐　大 執行役員
生産管理部長 男性 ⃝ ⃝

平野 雅洋 執行役員
企画部長 男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

今井 大樹 執行役員
袖ケ浦製油所製造部長 男性 ⃝ ⃝ ⃝

中山 元宏 執行役員
総務部長 男性 ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

OFFICER INTRODUCTION

役員一覧
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取締役会の実効性評価
当社は、全取締役・監査役に対して実施した2022年
度当社取締役会の実効性についてのアンケート調査の
結果に基づき、本年5月の取締役会において2022年度
中の取締役会の実効性について、分析・評価を行いまし
た。中期事業計画やサステナビリティを巡る課題等、当
社の中長期的な経営の方向性や製油所操業上のリスク
などの観点からの情報共有・議論の必要性、およびこれ
らの議論の場として取締役会に限定しない議論・交流
の機会設定を求める指摘はありましたが、取締役会の運
営・審議・役割・機能等について総括的には概ね高い評
価を受けたことから、2022年度における当社取締役会
の実効性は確保されていたとの結論に至りました。当社
は、この結果を踏まえ、取締役会の実効性の更なる向上
を図っていきます。 

取締役・監査役のトレーニング方針および社外取締役
（社外監査役）のサポート体制
当社は、取締役および監査役がそれぞれに求められる
役割や責務を適切に果たすことが出来るよう、必要に応
じて当社の事業や組織、財務に関する情報を提供したり、
それぞれに応じた研修機会の提供、施設の見学等を行っ
ています。
取締役会の開催に際して社外取締役や社外監査役へ
資料を事前に配布するほか、必要に応じ適宜事前説明を
行っています。そのほか緊急に決定を要する場合や重要
な業務連絡が必要な場合も社外役員へ速やかに通知し
ています。監査役会の開催に際しても取締役会と同様の
手続きを社外監査役に対して行っています。また、総務
部秘書グループおよび監査役室のスタッフが社外役員
のサポートを担当しています。

株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主との建設的な対話を促進するために、以
下の基本方針に沿って体制整備と取組みに努めています。
（1）株主との対話促進を図るため、ＩＲ専門部署、社内横

断的な「ＩＲ連絡会」を設置し、適時開示・任意開示・
当社ホームページにおける情報発信に加え、株主
や投資家からの問い合わせや取材に対しても正確
かつ公平な対応を行います。

（2）アナリストを対象とした決算説明会と袖ケ浦製油所
見学会を実施し、アナリストの客観的な評価を通じ

て一般投資家による当社の理解を深めていきます。
なお、袖ケ浦製油所見学会につきましては、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止の観点から開催を見
送っていましたが、2022年度より再開しています。

（3）社外からの意見や関心事については、適時経営幹
部に報告し、情報の共有化とともに経営に活かすよ
う努めます。

（4）「重要情報の開示に関する規程」に基づき、株主・
投資家等の投資判断に重要な影響を及ぼす重要
情報の公平、公正かつ適時適切な開示を行います。

（5）「内部者取引管理規程」に基づき、インサイダー情
報の適切な管理を行います。

コンプライアンス
コンプライアンスに対する取組みについては、「企業
倫理推進規程」に基づき、総務部担当役員を委員長、当
社各部門長および子会社の企業倫理担当者を委員とす
る企業倫理委員会を設置し、当社グループのコンプライ
アンス意識の更なる向上のため、重要事項の審議・検討、
周知徹底を図っています。当期においては、同委員会を
３回開催し、同委員会にて設定した具体的な年間重点目
標に基づき、当社グループ全役職員を対象とした講演
会を２回実施したほか、コンプライアンスに対する意識
および知識の向上を目的として、当社グループ全役職員
を対象にeラーニングを実施するなど、各種のコンプラ
イアンス活動に取り組みました。
また、３月には企業倫理年次総会を開催し、当社およ
び子会社の１年間の活動状況と次年度の活動計画を確
認しました。
更に、当社本社内および当社顧問弁護士事務所に設
置しているヘルプラインの仕組みや機能について繰り
返し周知・説明を行い、従業員へのより一層の浸透を図
りました。

CORPORATE GOVERNANCE

コーポレート・ガバナンス

指名報酬諮問委員会
2019年6月26日付で取締役会の任意の諮問機関として
指名報酬諮問委員会を設置しています。現在の構成員は、
常勤取締役1名（山本重人氏）、社外取締役１名（前澤浩士氏）、
社外監査役１名（力石晃一氏）です。

委員会構成の独立性に関する考え方 
当社の指名報酬諮問委員会は、委員３名以上で構成し、
その過半数は当社の定める独立性判断基準を満たす社外
取締役または社外監査役でなければならないと定めてい
ます。また、透明性・客観性確保および独立性強化の観点
から、委員長は、独立役員である委員の中から指名報酬諮
問委員会の決議によって選定しています。 

取締役の選任方針 
当社は、社外役員が過半数を占める指名報酬諮問委員会
において「取締役候補者の選定等に係る基本方針」を定め、
多様な分野の知見、専門性、リーダーシップ等、社員の目標
となる資質を備えた取締役を選任しています。

業務執行取締役の選定方針 
①当社の経営理念を理解し、当社の進むべき方向性につ
いての議論に貢献するビジョンを有すること
②エネルギー企業の経営に関し必要となる高度で専門的
な知識と豊富な経験を有すること
③社員の目標となり得る資質を備え、部下の指導・育成
等、組織を統括するリーダーシップに優れていること
④当社グループを取り巻く事業環境の変化等に対する先
見性・洞察力に優れ、チャレンジ精神を持って課題解決
に向けて取り組むことができること 
⑤高い水準の自己規律に基づいて、コンプライアンス・
内部統制・リスク管理の実践に取り組むことができる
こと

社外取締役の選定方針
①企業経営、財政、金融、経済、会計、税務、法務等の分
野における豊富な経験と幅広い知見を有すること
②自らの経験、知見に基づき、当社グループの業務全般
を俯瞰し、業務執行を担う経営陣に対して適時適切に
意見、提言を行うことができること 

取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
決定方針の内容の概要
取締役および委任型執行役員が担う役割・責任・成果に
応じた報酬体系とし、公平性・客観性を確保することを原
則とします。報酬は、当社グループの経営環境や業績を反
映したものとし、中長期に亘る企業価値向上を進め、業績
向上に向けたインセンティブを強化するため、固定報酬、業
績連動報酬および非金銭報酬（業績連動型譲渡制限付株
式報酬）で構成します。固定報酬額は、役位に基づく基準額
に、各役員の役割・職責を反映し決定します。業績連動報
酬額は、毎年度の連結決算において、利益等の業績連動指
標に基づき一定の条件を満たした場合、金銭にて支給する
こととし、業績連動指標の達成度合いに基づく支給率並び
に役位別比率により算出される付与比率に基づき決定しま
す。非金銭報酬は、中期事業計画等に基づき定める業績評
価指標が一定の条件を満たした場合、当社の普通株式又は
当社の普通株式を取得するための現物出資財産としての
金銭債権にて支給します。本普通株式の数は、業績評価指
標の達成度合いに基づく支給割合並びに基準となる株価
に基づき計算します。業績連動報酬の割合については、役
位、業績責任の大きさに従って付与比率が上がるものとし
ます。代表取締役社長は、指名報酬諮問委員会の答申に従
い、種類別の割合の範囲内で取締役等の個人別の報酬等
の内容を決定します。社外取締役の報酬は、監督機能を有
効に機能させる観点から固定報酬のみとし、個別事情を勘
案した合理的な水準により決定します。

役員報酬 固定報酬 業績連動報酬

親会社株主に帰属する
当期純利益（在庫影響含む）

連動するKPI

親会社株主に帰属する
当期純利益（在庫影響含む）

連結経常利益
（在庫影響除く）

連結ROE

非金銭報酬
（業績連動型譲渡制限付株式報酬）

役位に基づく基準額
に、各役員の役割・職
責を反映し決定

毎年度の連結決算において、利益等の業績指標に基づ
き一定の条件を満たした場合、金銭にて支給すること
とし、業績連動指標の達成度合いに基づく支給率およ
び役位別比率により算出される付与比率に基づき決定

中期事業計画等に基づき定める業績評価指標が一定
の条件を満たした場合、譲渡制限付き株式にて支給
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⑤災害、事故等による操業リスク
当社グループは、国内において生産設備、事務所を、
また、海外において事務所を有していますが、自然災害
や事故等により生産設備、情報システム等に障害が発生
した場合には、生産活動の抑制又は停止をせざるを得な
くなる可能性があります。かかる状況に対処すべく、当
社は事業継続計画（ＢＣＰ）を策定しており、事業の継続・
早期復旧を図るための体制を整備していますが、事業活
動の抑制・停止が長期化した場合には当社グループの
業績に影響が生じる可能性があります。

⑥感染症によるリスク
新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の流
行が発生した場合においても、当社は国民生活・国民経
済の安定確保に不可欠な重要インフラ事業者として、石
油製品の供給継続に努めることを基本方針としています
が、当社役職員に感染が確認された場合などにおいては、
感染の拡大防止を図るべく出社人員の抑制等の措置を
とる必要があることから事業規模の縮小を迫られる可能
性があります。
また、感染症の流行により経済活動の停滞が長期化し
石油需要へ大きな影響を及ぼす場合、当社グループの
業績に深刻な影響が生じる可能性があります。

⑦原材料の調達リスク
当社グループは、原油の多くを中東地域から調達して
いる一方で、中東以外の地域からの原油調達も行ってお
り、リスクの分散に努めていますが、国際的な政治情勢
の変動等により、原油調達に支障が生じた場合には、当
社グループの事業や業績に影響が生じる可能性があり
ます。

⑧競争環境に関するリスク
国内の石油製品需要は少子高齢化の進行や低燃費車
の普及等によって構造的な内需減少傾向が続いており、
国内の石油需要に対し精製設備能力が過剰となることで、
国内需要を巡り激しい競争環境に曝される可能性があり
ます。また、世界の石油需要については、新型コロナウ
イルス感染症の拡大による経済危機からの力強いリバウ
ンドが予想される一方、中国、インド、中東を中心に、今
後数年間の石油需要の増加量を上回る規模で最新鋭の
大型製油所の新増設が同時期に計画されていることから、

その進捗次第では一段と厳しい競争環境が想定されます。
当社グループは中長期的な経営戦略として、稼働信頼性
の維持・強化やコスト競争力の強化、競争優位の確立の
ための石油精製業の更なる基盤強化に努めていきますが、
これらの石油需要を巡る競争の激化により、当社グループ
の事業および業績に影響が生じる可能性があります。

⑨気候変動に関するリスク
先進国を中心に地球温暖化ガスの削減、省エネ等地球
環境に配慮した低炭素化・脱炭素化の動きが進展してい
ます。当社グループは、低炭素・循環型社会への貢献が、
企業としての社会的責務かつ、当社グループの未来のた
めの最重要経営課題であると捉え、中長期的な経営戦
略として脱炭素社会に向けた取組み強化を進めていき
ますが、今後低炭素化・脱炭素化の動きの急激な進展に
より、想定を上回る速さで石油製品需要が減少した場合、
当社グループの事業および業績に影響が生じる可能性
があります。

当社グループでは、重大な影響を及ぼすリスクの顕在
化を未然に防止するとともに、経営危機に適切に対応し、
経営危機発生に伴うグループの損失を最小化するために、
平常時のリスク管理および経営危機発生時の対応につ
いて体制並びに行動要領を定めた「リスク管理規程」を整
備しています。
具体的には、取締役会で定めたリスク管理の基本方針
に従い、平常時におけるグループのリスク管理全般を行
うとともに、経営危機発生時においては社長の指揮のも
と事案の処理に当たることとしています。

事業等のリスク

リスクマネジメント

①法的規制等の変更リスク
当社グループの事業は、国内外の法律や諸規則、環境
規制等に従って進められており、将来においてこれらの
変更が当社グループの事業や業績に影響を与える可能
性があります。

②為替レートの変動リスク
当社グループは、資産・負債の一部を米国ドル建てで
保有しています。また、当社グループは、原材料の多くを
米国ドル建てで購入しており、為替ヘッジ取引により為替
レートの変動による影響の緩和に努めていますが、為替
変動リスクを完全に排除することは難しく、当社グループ
の業績に影響が生じる可能性があります。

③市況変動リスク
原油をはじめとする原材料価格が下落した場合、在庫
影響（総平均法および簿価切下げによる棚卸資産の評
価が売上原価に与える影響）による棚卸資産評価損が発

生し売上原価を押し上げることになります。また、石油製
品市況は需給や原油価格の動向といった外部要因によっ
て大きく変動します。かかる市況変動リスクに対しては、
原材料並びに生産製品の在庫管理を徹底するとともに、
主に海外市況に左右され市場リスクに曝される取引にお
いてヘッジ対応を適切に行い、その抑制に努めています
が、市況変動リスクを完全に排除することは難しく、当社
グループの業績に影響が生じます。また、タンカー市況
が変動した場合にも、当社グループの業績に影響が生じ
る可能性があります。

④金利変動リスク
当社グループでは、長期・短期の有利子負債を有して
おり、金利が上昇した場合は営業外費用の増加要因とな
ります。長期の有利子負債については金利の変動による
影響を緩和すべく、金利スワップ取引等により金利の固
定化を図っていますが、金利が変動した場合には、当社
グループの金融収支に影響が生じる可能性があります。

リスク管理体制の整備の状況
リスク管理体制の整備・運用状況については、「リスク
管理規程」に基づき、当社グループの各部門は、担当す
る業務に内在するリスクを網羅的に洗い出し、当該リスク
が顕在化した場合に想定される損害の種類、規模および
発生可能性に基づきリスクを評価し、対応策を定めてい
ます。また、重大なリスクが予測される場合には、当該部
署の担当役員が代表取締役社長に報告の上、取締役会、
常勤役員会等における検討を経て必要な対応策を講じ
ることとしています。重大なリスクが顕在化した場合には、
速やかに緊急対策本部を設置することとしています。加
えて、巨大地震や感染症の流行等の不測の事態に対応す
べく事業継続計画(ＢＣＰ)を策定し、日頃よりその維持管
理に努めています。当期においては、災害発生時におい

ても、石油製品の安定供給を確保すべく、大規模地震を
想定した総合BCP訓練を実施しました。新型コロナウイ
ルス感染症への対応については、代表取締役社長を本
部長とする新型コロナウイルス対策本部を設置し、当該
対策本部指揮のもと感染予防・感染拡大防止のための
各種対策を実施しました。
また、当社の内部監査を担当する部署が内部監査に関
する規程に基づきリスク管理体制に関して監査を実施し、
その結果を定期的に取締役会および監査役会に報告し
ています。当期においては、当社の３部署の監査を行う
とともに、全部署を対象とした２回のリスク評価アンケート
を実施し、それらの結果を取締役会および監査役会に報
告しました。

当社グループの事業において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は、
以下の通りです。なお、以下の事項には将来に関する事項が含まれていますが、当該事項は当連結会計年度末
現在において判断したものであり、また、事業等のリスクはこれらの事項に限られるものではありません。

BUSINESS RISKS
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単位：百万円

2021年度
（2021年4月1日－2022年3月31日）

2022年度
（2022年4月1日－2023年3月31日）

࿈݁ଛӹࢉܭॻ
売上高 486,014 850,863
売上原価 465,185 840,916
売上総利益 20,829 9,946
販売費及び一般管理費 4,577 4,917
営業利益 16,251 5,028
営業外収益
　受取利息 21 77
　受取配当金 284 222
　為替差益 652 1,193
　持分法による投資利益 831 2,277
　タンク賃貸料 241 217
　その他 261 314
　営業外収益合計 2,294 4,303
営業外費用
　支払利息 1,533 3,725
　タンク賃借料 265 202
　その他 669 699
　営業外費用合計 2,468 4,627
経常利益 16,076 4,704
特別利益
　固定資産売却益 18 0
　投資有価証券売却益 - 41
　受取保険金 711 -
　その他 10 -
　特別利益合計 740 41
特別損失
　固定資産除却損 64 432
　減損損失 0 0
　特別損失合計 65 432
税金等調整前当期純利益 16,751 4,313
法人税、住民税及び事業税 1,569 960
法人税等調整額 △36 △235
法人税等合計 1,532 724
当期純利益 15,219 3,588
非支配株主に帰属する当期純利益 15 13
親会社株主に帰属する当期純利益 15,203 3,575

࿈݁แׅརӹࢉܭॻ�
当期純利益 15,219 3,588
その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 114 230
　繰延ヘッジ損益 △591 747
　為替換算調整勘定 434 680
　退職給付に係る調整額 137 △228
　持分法適用会社に対する持分相当額 1,809 2,841
　その他の包括利益合計 1,904 4,270
包括利益 17,123 7,859

（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 17,108 7,845
　非支配株主に係る包括利益 15 13

連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

FINANCIAL DATA

財務データ
連結貸借対照表

単位：百万円

2021年度
（2022年3月31日）

2022年度
（2023年3月31日）

の෦࢈ࢿ
　流動資産
　　現金及び預金 11,388 12,463

　　受取手形及び売掛金 78,707 69,461

　　有価証券 100 -

　　棚卸資産 117,862 119,288

　　未収入金 13,345 1,929

　　その他 3,567 7,827

　　流動資産合計 224,971 210,970

　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物（純額） 12,653 12,056

　　　油槽（純額） 2,974 2,651

　　　機械装置及び運搬具（純額） 34,409 29,862

　　　土地 51,542 51,541

　　　建設仮勘定 1,956 1,152

　　　その他（純額） 529 590

　　　有形固定資産合計 104,065 97,855

　　無形固定資産
　　　ソフトウエア 624 478

　　　その他 134 134

　　　無形固定資産合計 758 612

　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 21,130 26,169

　　　長期貸付金 679 641

　　　退職給付に係る資産 859 761

　　　その他 785 380

　　　貸倒引当金 △408 △407

　　　投資その他の資産合計 23,047 27,545

　　固定資産合計 127,871 126,014

資産合計 352,842 336,985

単位：百万円

2021年度
（2022年3月31日）

2022年度
（2023年3月31日）

ෛ࠴の෦
　流動負債
　　買掛金 67,145 35,792

　　短期借入金 112,018 130,316

　　1年内返済予定の長期借入金 14,133 10,949

　　未払金 30,323 26,402

　　未払揮発油税 16,370 16,482

　　未払法人税等 944 213

　　賞与引当金 470 336

　　その他 5,778 6,052

　　流動負債合計 247,184 226,545

　固定負債
　　長期借入金 25,943 19,793

　　繰延税金負債 8,760 8,854

　　特別修繕引当金 2,452 2,387

　　修繕引当金 1,510 5,080

　　退職給付に係る負債 1,849 1,740

　　役員退職慰労引当金 20 23

　　その他 582 900

　　固定負債合計 41,118 38,780

　負債合計 288,302 265,326

純資産の部
　株主資本
　　資本金 24,467 24,467

　　資本剰余金 25,495 25,495

　　利益剰余金 15,977 18,653

　　自己株式 △1,431 △1,271

　　株主資本合計 64,508 67,345

　その他の包括利益累計額
　　その他有価証券評価差額金 612 842

　　繰延ヘッジ損益 △591 155

　　土地再評価差額金 1 1

　　為替換算調整勘定 △950 2,571

　　退職給付に係る調整累計額 789 560

　　その他の包括利益累計額合計 △139 4,130

　非支配株主持分 170 182

　純資産合計　　 64,539 71,658

負債純資産合計 352,842 336,985
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STOCK INFORMATION

株式情報
2023年3月末現在

株式基本情報 所有者別株式分布状況

大株主の状況

株価・株式売買高推移

証券コード 5017

上場証券取引所 東京証券取引所 プライム市場

発行可能株式総数 200,000,000

発行済株式の総数 78,183,677

株主数（人） 16,839

1単元の株式数 100株

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 毎年6月下旬

氏名又は名称 所有株式数
（千株）

発行済株式(自己株式を除く。)の
総数に対する所有株式数の割合(％)

株式会社JERA 6,839.9 8.84%

クウェート石油公社 5,811.3 7.51%

サウジアラビア王国政府 5,811.3 7.51%

出光興産株式会社 5,144.0 6.65%

住友化学株式会社 5,051.6 6.53%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,664.2 6.03%

日本郵船株式会社 2,750.8 3.55%

ENEOSホールディングス株式会社 1,350.0 1.74%

小山 匡 1,161.4 1.50%

日本航空株式会社 1,034.6 1.33%

計 39,619.3 51.24%

■ 金融機関　■ 証券会社　■ その他の国内法人　■ 外国法人等　
■ 個人・自己株式・その他

11.9

2.732.8

22.1

30.3

連結キャッシュ・フロー計算書

単位：百万円

2021年度
（2021年4月1日－2022年3月31日）

2022年度
（2022年4月1日－2023年3月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 16,751 4,313
減価償却費 7,092 7,689
修繕引当金の増減額（△は減少） △6,209 3,570
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △254 △239
特別修繕引当金の増減額（△は減少） 113 △65
受取利息及び受取配当金 △306 △300
支払利息 1,533 3,725
持分法による投資損益（△は益） △831 △2,277
受取保険金 △711 -
売上債権の増減額（△は増加） △49,507 9,245
棚卸資産の増減額（△は増加） △37,201 △1,425
仕入債務の増減額（△は減少） 45,162 △31,352
未払揮発油税の増減額（△は減少） △1,304 112
未払消費税等の増減額（△は減少） 2,371 3,870
その他 △6,345 2,091
小計 △29,646 △1,041
利息及び配当金の受取額 526 563
利息の支払額 △1,500 △3,676
保険金の受取額 711 -
法人税等の支払額 △2,093 △1,836
法人税等の還付額 3 0
営業活動によるキャッシュ・フロー △31,999 △5,989

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △6,832 △8,192
定期預金の払戻による収入 6,608 8,890
投資有価証券の取得による支出 △1 △11
投資有価証券の売却による収入 - 54
有形固定資産の取得による支出 △12,615 △1,599
有形固定資産の売却による収入 45 0
国庫補助金等による収入 395 -
無形固定資産の取得による支出 △191 △4
貸付けによる支出 △201 △0
貸付金の回収による収入 239 38
その他 5 98
投資活動によるキャッシュ・フロー △12,546 △726

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 37,820 18,297
長期借入れによる収入 14,000 4,800
長期借入金の返済による支出 △10,346 △14,133
配当金の支払額 △772 △769
非支配株主への配当金の支払額 △1 △1
その他 △758 △653
財務活動によるキャッシュ・フロー 39,940 7,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 182 △406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,423 416
現金及び現金同等物の期首残高 12,336 7,912
現金及び現金同等物の期末残高 7,912 8,329

FINANCIAL DATA

（円）
株価（左軸）　　■出来高（右軸）
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